
男町紙  X-1

過去の関係文轡の廃案リスト

廃棗年 削除日 所属部宕 1所属課名 ファイル番号 ファイル件名 作成年度 保存期間名
H21 2009/10/19 98‐07570 中心市街地活性化予毎関係 (負担行為 i流用等) H10 1998/04 10年
H21 2009/10/19 蘭工観光都 1商

工労政ロ 98-08019 中心市街地活性化基本計画策定委員会配付資料 H10 1998704 10年
H22 2010/09/24 蘭工観光諄 1商

工労敢編 98‐ 04244 中心市街地活性化関係樹 H10 1998704 10年
H22 2010/09/24 98■ 04244 中心市街地活性化関係書 H10 NO..2 1998/10 10年
H22 2010/09/24 98-04244 中心市衡地活性化関係密 H10 NO.3 1998704 10,年

H22 2010/09/24 蘭工観光郎 I蘭工労欺瞬 99‐ 00832 中心市衡地活性化関係苺 Hll 1999/04 lQ年
H22 2010/09/24 雨工観光郎 I商手労Jl課 99‐ 00832 中心市街地活性化関係書 Hll NO. 2 1999′ 09 10年
H22 2010/09/24 間工観光諄 I脚工労政課 03‐ 108139 長浜駅周辺地区まちづくり検討委員会関係密 ‖15年 2004/Og 5年

H23 2011/05/06 醸 経済部 I苗工振興礫 10-215134 ヨ心市街地活性化基本計画変更露定申請関係密 H22 2010 削除

H23 2011/09/20 誨工観光部1薦工労政課 00-01135 中心市街地活性化印係書 H12 2000/04 10年
H25 2013/01/11 高工観光諄 I苗工労組 06‐135310 中心市街地活性化に対する診断・助言事栞 H18 NO. 2 2006 5年
H25 2013/01/11 簡工観光郎 I高工労輸 06‐133300 中心市街地活性化に対する診断・助言事業 HiS 2006 5年
H25 2013/10/01 再工観光都 I商工労題 T0002315 中心市街地活性化鉢 計画関係綴 2002 iO年
H25 20r3/1o/ol 07-151042 中心市街地問題調査特別委員会 5年
H25 2013/10/01 07‐151092 申心劇縦蠣性化に凛る庁内口建 (庁監 主曽鳳長会欧 関係課路田舎) H19 2007 5年
H25

H26

2013/10/01 07｀173208

14-216475

長浜市中心市衡地活性化協醸会 H10 2007 5 年

5 年輛
H26 2014/02/27 錦 t4-216400 民浜市中心市街地活性化協議会 H26 2014 6年
H26 2014/02/27 14‐ 216409 中心市街JLコ活性化関係書 H26 2014 5年
H27 ?015/08731 即

782 中心市街地活性化基本計画策定委員会 H18 Noi 2006 5年
H27 2015/03/31 中心市街地活性化基本計画策定委員会 H19 Nは 1 2007 5年

H29 2017/03/30 建策観光郎 I蘭工振興際 06-027949 中心市街地活性化関係鶴 H18 2006 10年
‐

H29 2017/03/30 自申観光郎1苗工撮興課 M1012106 中心市街地活性化土地所有者アンケート 2006 10年
H29 2017/08730 T0002328 中心市衡地活性化プロジェクトに関する追加調書等 (CD) 2006 10年
H30 2013/09/20 07‐ 038624 中心市街地活性化関係書 H19 2007 10年
H3:′RI 2019/09/05 蝉 観I高理 環 13‐293972 市衡地再開発事業関係 (南地区)H25 2013 5年
町3VRユ 2019/09/05 霞舶 光郎 I蘭工観夷蹂 13‐293973 市衡地再開発事業関係 (東地区)H25 2013 5年

Havt■ 20■9′09yOsヽ 嵐嵐椰井 苗1薦工祖翼風 と3‐299234i 市御也再開発事業関係 (北地区) 2013 S年
‖91/RI 2019/09/05 醸 観〕し郎 i商工振興躁 D8-065099 中心市衡地活性化関係書 H20 2008 10年
H3▲′Rl 2019/00/05 13‐191189 中心市街地活性化関係書 H25 2013 5年
H31′Rl 2019/09′ 05 壼革観丼部 I商工撮興閥 13「191200 長涎市中心市街地活性化協醸台 H25 2013 5年
→al′Rユ 2019/09/05 国田田観瑚商工振興瞬 13‐191270 中心市衡地活性化盛本計画煙 露戸申講関係 H?S 2013 5年
HaVRi 2019/09/05 13,293974 H25 2013 5年
H3虫′Rl 2019/09/05 13‐294287 畏浜駅周辺エリア再整備準備マネツメント事業補助金 ‖25 2013 5年

H9И a 2Q19/09′ 05 臨票観時郎 I蘭工領興瞬 13-294453 中心市衝地活性化基本計画フォローアップ関係 2013 5年

R2 2020/09/08 醸 観光郎 I蘭工振興瞬 12‐273668 臣・浜駅南地区第-4市御地再開鶉事熟 歯行地区及び設計あ犠要t表示する目笹 2012 5年

R2 2020/09/08 塵円阻淵郎 I蘭工掘興瞬 13-204578 市道北鍛南北船北線拡幅整備関係 2013 5年

R2 2020/09/08 隆黛側 暇瑚蘭工領瞬課 i3‐ 300513 :道北船南北船北練違昭改良事業にかかる不動産鑑定解価関係 2013 5年

R2 2020/09/08 嵐驚観光騨I簡工恨風暉 13‐300514 長鴻駅周辺施設の管理等関係書類 2019 5年
R2 2020/09/08 虔燃観光郎I蘭工損興瞬 14‐ 335591 滋賀県市街地再開発事業補助金 H26 2014 5年

R2 14‐351189 H26 2014 5年
R2 2020/09/08 邑魚即努 郎 1苗工銀興阿 14-352682 民浜駅東地区再整備事業促逸補助金 H26/H27 2014 5年

R2 2020/09/08 建熱観壮郎 I蘭工観興碑 14-355006 市街地再開発事業関係 (全10H26 2014 6年
R2 2020/09/08 虚嘉観光邸 I南工振興課 14‐356232 市街地再開発事業関係 (南地区)H26 2014 5年
R2 2020/09/08 邑贈m考郎I蘭工銀興課 09‐ 193102 中心市街地活性化基本計画変更露定申欝関係魯 2009 10年
R2 2020′ 09/08 14-319809 中心市街地活性化基本計画フォローアップ関係樹 H26 2014 5年
R2 2020/09/08 醜粛観光群 1蘭

工猥興瞬 14-319810 中心市街地活性化基本計画類 露可申講関係1干 H26 2014 5年
R2 2020/09/08 申熱観差壁 1商

工領翼凛 14.319812 申心市街地活性化関係書 H26 2014 5年
R2 2020/09/08 麟 観光部I裔工振興謀 14‐ 319814 長浜市中心市街地活性化協議会 H26 2014 5年
R2 2020/09/30 09‐082098 中心市衛地活性化関係■卜 H21 2000 10年
R2 2020/09/30 産第観光郎 I南工振興瞬 00-191715 露定中心市街地活性化基本計画関係督 2009 10年
R2 2,20/09/301 謹― 郎 I間工振興課 09-193535 中心市街地活性化関係書 H21 N■ 2 2009 10年
R2 2020/09/30 臣驚観光郎I高工振興凍 13‐294452 第2期中心市衡地活性化基本計画策定関係 2019 5年
R2 2020/09/30 礎璃観光郎 I高工振興際 13‐297928 第″朗中心市笛地活性化盛本計画策定関係 No 2 2913 5年
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別紙 A-1

長浜駅周辺整備基本構想 (概要)(平成 23年 3月  長浜市中心市街地活性化協議会)

(1)策定主体 : 長浜市中活協議会

(2)概要

① 長浜駅周辺の変遷と検討の経過 (P8,9)

ア 平成 3年 長浜駅跡地利用プロジェクトヮーキング調査/市
イ 平成 4年 長浜駅跡地利用プロジェク トヮエキング調査/市
ウ 平成 5年 市街地総合再生基本計画作成調査/市
工 平成 9年 長浜駅前地区整備計画検討調査/市
オ 平成 16年 長浜駅舎関連施設等整備調査/長浜地域整備 (株 )

力 平成 17年 長浜駅周辺再開発計画/長浜商工会議所

キ 長浜駅跡地利用プロジェクトワーキング調査/市
ク 長浜駅舎改築を契機とした駅周辺整備基本方針     .
ケ 平成 21年 駅周辺整備の事業化を検討/UR機構の支援
コ 平成 22年 中心市街地活性化協議会 。駅周辺部会準備会による検討

② 地元組織による検討 (当 該基本構想 P10,■ )

当該構想には、中心市街地活性化協議会、駅周辺部会ワークションプ、駅周辺部

会準備会の名称が記載

ア 地元組織による検討地元組織による検討

i 機能 : 求心力のある商業、全体での収益性、飲食店、市場、広場+店舗、

道の駅、ライフスタイルセンター、公共施設

述 デッキ・スカイクォーク : 伊吹山を眺める舞台、好き勝手に歩ける広場、

渋谷のスクランブル交差点のような、豊公園のへ

のアクセス

五 交通広場 。ロータリー :  ユビキタスな公共交通網、周辺郡部からのアク

セス性、外からの人に対するサービス、長浜駅に

集まるバス、送迎者の扱い

市 駐車場 : 乗降客を対象とするか、車と駅の関係、平和堂と駐車場の関係

v 中心性 : 長浜の中心性を出す、ワッという驚き、そこに行けば何かがある

宙 温浴施設 : 健康重視、露天風呂、温泉は掘れば出るはず

前 住宅 : 若い人たちが暮らせるように、世代による住み分け、快適な住環境

③ コンセプ トI(P12,13)=『 都市の中心性をあらわす」

文化、多様な交流の結節点として、商業 (食、ファッション、日用品の充実、ヘ

ルスケア)・ サービス機能 (観光、エンターテイメント)、 住機能が掲げられ、訪

れる対象者も旅行者・観光客、郊外居住者を含め広範囲を想定。

④ コンセプ トⅡ (P14,15)=「湖北スタイルの発掘」

ア 写真 : 湖北の食、工芸品、ガラス製品が中心

イ イメージ画 : プロダクト、クラフト、食、サービス、インフォーメーショ

ン、インタレス ト

ウ コンセプトⅢ (P16,17)=「快適な住環境の提供」
工 空間イメージ (P18,19)

現在のえきまちテラスの位置にあるライフスタイルションプには南側デッ
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別紙 ATl

キから直接店舗に入る位置関係となっている。

i 食品スーパ▼ :南地区再開発の位置に表示

エ ライフスタイルショップ :東地区再開発の位置に表示、湖北スタイアレを牽引

述 下層階 (子育て&ケア)、 上層階 (集合住宅):北地区開発の位置に表示

v ペデス トリアンデッキ+大階段
。ライフスタイルショップと食品スーパーの間に位置
。たくさんの人たちを駅前に引き付ける磁石の役割
。いつもいろいろな催しが開かれるコミュニケーションの舞台装置

*ローマのスペイン広場の写真を引用

⑥ 段階的プログラム (P20,21)

南地区 → 東地区+ペ レス トリアンデッキ → 北地区の順

⑥ モデルスタディ(P22,23)

現在のモンデクール、えきまちテラネは、専ら商業機能を果たす施設として、

北地区にも相当程度の商業機能を有する想定

ライフスタイルショップの箇所に「地権者による再開発組合が市街地再開発事

業により施設整備後、まちづくり会社が施設を取得し、施設運営を行う。」と記載

⑦ スケジュール (P24,25)

平成 23年度中に基本計画の策定作業と併せて、第 1種市街地再開発事業の前提

となる地区計画を市が決定することが記載されている。

③ 参考 (P25～P29)

ア 小規模連鎖型再開発の提示

i できるところからの段階的な事業推進

一連の計画に関連するエリア全体に地区計画を決定し、その後は同計画に

沿つて合意の整った区域より順次再開発を進める。

イ 支援制度の利点を最大限に活用する。

第一種市街地再開発事業の制度を活用することにより、権利者の合意形成が

図りやすいと

ウ 土地を顕在化させない事業スキーム

・土地費を事業費に顕在化させず適正規模で再開発を成立させるために、土地

の所有者と利用者を分離するスキームを導入。

・土地所有はそのままに従後の建物はまちづくり会社によつて一体的に経営。
工 流出する消費者を取り戻す魅力とパワーのある商業・サービス

・地域や文化にこだわつた本物でオリジナリティの高い商品やサービスが、感

度の高い消費者を魅了。

・ライフスタイルのブランド化
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(1)策定主体 : 長浜市周辺整備推進準備会

*長浜市中活協議会駅周辺部会に地権者や長浜まちづくり会社を加え

た任意団体 (当 該報告書 P9)と 説明がされている。

(2)概 要

① 取組の概要 (P4～P10)

ア 取組の経過

駅周辺における「小規模連鎖型のまちづくり」、「エリア全体の商業戦略、オリ

ジナル商品やサービスの開発、参加型プロジェクトなどの企画検討を行つていく

こと。」が明記。

イ 長浜周辺地区 地区計画
。都市計画法に基づき市が定める「地区計画Jを定めることを明記し、地区計画

の構成要素である「地区の整備、開発及び保全の方針」を駅周辺地区全体で決定

し、次に、建築物等の用途の制限、容積率や建ぺい率の限度、建物の高さ制限な

どを内容とする「地区整備計画」を地区ごとに事業を行 う段階で決定していくと

いう考え方を明示。

ウ 対象区域

地区計画区域及び地区整備計画の作成を想定した南地区、東地区、北地区、西

地区が図示。

工 推進体制

再開発を想定したと思われる「駅周辺整備推進準備会」とエリアマネジメント

主体である「駅まちづくり会社」が明記。

② 基礎調査 (Pll～P51)

(本件調査に関連する事項のみを抜粋)

ア 都市計画における対象地区の位置付け (P24～ 27)

以下の 4つの計画の概要を記裁

滋賀県都市計画区域の整備、開発及び保全の方針 彦根長浜都市計画区域

長浜市都市計画ヤスタ‐プラン

第 1期 中活計画 (平成 21年 6月 30日認定)

長浜市歴史的風致維持向上計画

土地利用等の調査 (P28～P30)

現況の土地利用 (建物等の利用区分、件数等)、 敷地規模、人口・世帯数

権利調査 (P31～ P34)

土地、建物の権利関係等

建築物等の状況 (P35～P51)

建物の種類・階層・築年数・面積、容積率

】l

③ 地区計画の検討 (P68～P109)

ア まちづくりのビジョン

i 周辺環境との関係に関するキーワー ド

・伊吹山を眺めるオープンスペース

。琵琶湖をもつと町の身近に 豊公園のへのアクセス、米川への接続

1

』l

W

イ
　
　
ゥ
　
　
エ

別紙 A-2

平成 23年度まちづくり計画策定担い手支援事業
「長浜駅周辺地区計画原案作成支援業務」報告書 (概要版)
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別紙 A-2

・まちなかへの導入ゾーン

五 施設・サエビス機能に関するキーワー ド

・ターミナルポイント ・バス ・駐車場 。都市計画道路
。求心力のある商業 ・地域コミュニティに根ざしたサービス

・便利で快適な都市型の住宅                 t
イ デザインコー ド

24項 目が示されている。
「伊吹山入のヴィスタ」、「建物の高さは 3階が限度」、「舞台のような階段」、「明

るく開放的なテラスの連続」など、事業において具体的に実現するものが明示。

ウ 地区計画の検討

・対象地区全体の「長浜駅周辺地区 地区計画」 (案)。 南再開発ビルが建築され

る「長浜南地区整備計画」(案)。 未定部分を含む「長浜東地区整備計画」(案)及
び「長浜北地区整備計画」 (案)の提示。

* 地区計画原案の内容 (抄 )

(建築物等の整備方針〉

1 魅力あるまちなみと良好な都市環境を誘導するため、周囲の建築物や環境等との調和を図りつ

つ、賑わいのある商業空間 と駅至近の利便性を活かした快適な住環境を形成します。

2 地区の歴史、景観などの資源の保全や活用に配慮します。

工 地区計画等の原案等に関する申出書

!申 出年月日: 平成 24年 1月 17日

提 出 者 :協同組合長浜専門会 OO
地区整備計画 : 南地区を同時に提出
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紙A-3

( 滋賀妹「糊;市計画区域の整備、開発及び保全の方針」 (期

`市
計画区域マスタープラン)

彦根長浜都市計画 報;市計画凰域の整備、開発及び保全の方金1‐ 抄〉

(長浜市都市計画マスタープラン (抄 )〉

第と章  都市計lttiマ スタープラン策定の趣旨

1 線市計画マスタープランとは

都市計画マスタープランとは、都市計画におけるまちづくりの目標や将来像を具体化

し、また、その施策を進める際の基本的な方針を示すものです。本市の者卜市計画におけ

る最も基本的な計画に位置付けられ、この言1‐瞬により、土地利爆や都 ll・i施設といった佃

別の都市計画の指針を示し、各地域の1等来像や課題、整備方針を明らかにします。

これを市民と行政が共有することにより、目標の実現に向けた具体的なまちづくリベ

とつなげていきます。

2 都市計画マスタープランの位置付けと役繰

長浜市における都市計画マスタープランの上位計画としては、本市の目指すべき将来

像の実現に向けた総合的かつ計画的な行政運営の指針である「長浜市総合計画」と、本

3 .主要な都市計画の方雀「

3-1 土地利用に関する方金1・

保全する区域と開発する区域とを明確に区分 して土地利lrJを 図るものとする。

(1)主要用途の配置の方針

歯莱地では活気と繁栄やアクセスの奥さ、工業地では効率性、住宅地では静けさや

安らぎとイ、ll便性が重視されるなど、それぞれの土地利用は果たすべき役割や求められ

る機能が異なる争

用途の配置につVヽ ては、都市機能の集約化を進めることによりその機能を維持増進

するとともに居住映境の保護などを図るため、以下に示す主要用途の配世の方錯およ

マ ス ― プ ン 、商

業地、工業地、住宅地などの適正な確保と離筐・誘導を図る。

②商業地

a)中心商業地

JR彦根駅から彦根城および弁川に至る区域および JR長浜駅周辺の区城は、

業務機能とあわせて本都市調
と
理i区城の核をなす商業地を形成 しているc特に、地

域住民がアイデアを出した彦根市の「夢京橋キャッスルロー ド」や 「四番町スク

エア」、長挨市の「黒雙スクエア」は全国的に知名度が高く歴史・文化を活用した

企業・住民 。行政の瘍働によるまちづくりの商業地としての整備がなされてきた

ところである。今後く)こ のような再整備などの基‐盤整備 と合わせた質の高い整備

を促進 し、水区 lユl箆 の増翼心商業地 と しての差修首協再寺主イヒこ堺 あ る ^t

b)一般商業地

彦根市と長浜爾fの 2つの中心商業地を核として、この補完的役割を呆たす一般

商業地を、中心商業地卿辺、南彦根駅周辺、主要幹線遭路沿道および一般国道 8

号沿道等に、区域全体の交流が活発になるようli刊し置する。
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別紙 A-3

市の目指すべき将来像の実現を土地利用の視点から1牲進するための基本計画となる「長

浜市劇土和1用 計画」があります。

また、都市計画に関する計画としては、本番子の一翻,が屈する2つの都市計画区域とこお

いて、滋賀県がそれぞれ策定する広域約な方針である
'都

市議‐画区域の整備、開発及び

保全の方針 (都市言Ⅲ脚i区域マスタープラン)ど があります。
「長浜市都市計画マスタープラン14ま、これらの計融「等に風liし 、将来のまちづくりの

方針を明らかにするもので、この計画により具体約なまちづくりを展開していきますc

第 2都 都市づくりの全体構想

第 1章 目指す都市像

3 日標達成に向けた重点的取組

「 日標① 地域の得性に応 じて誰もが1央適に暮らせる環境の構築どのための取組

「長浜市中心市衛地活性化基本計画 (第 2鶏計画期間 :平成 31年 3月 まで)」 に基づ

く JR長浜駅周辺の市街地再整備を進め、本市のターミナル拠点としてふさわしい都市

機能の強化と魅力ある良好な市衡地環境の形成を撼|る とともに、市街地における商業機

能や居住機能の子機上に向4す た市街地整備事業を促進するなど、市域企域の生活利便性や

者卜市活力の維持 ,向上につながるようヰと心市街地の再整備を進めます。

第 3章 都市整備の方針          イ

1 土地利用の方針

(3)基本方針

都市拠点形成に向けた土地利用の規制 。誘導

集約型多核都市構造の形成に向け、都市!姓と点を 1中 心として、繭業系、工業系、居住

系の土地利用を促 します。

(2)類型別土地利用の方針

③商業観光地

歴史的資源を活用 し、市民や観光客にとって魅力的な繭業の集積を図るエ ジア都市

ゾーン

・ JR長浜駅周辺の商業観光地は、業務機能や文化 ・交流施設、行政機関等様々な

都市機能の集積を図るとともに、計画的な土地利用により都市機能を強化 します。

また、北圏衡適の歴史的まちなみや黒壁等の資源の活ナ穏、宿泊滞在型の観光躊|づ く

り、中心市衡地活性化基本計画に基づく市民協働のまちづくりを通 して、地域の魅

力向上を図ります。
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05   都市計画原案の作成と申出

紙 A-4

長浜市 長浜駅周辺地区 地区計画

‐●

9

名 称 長浜駅周辺地区 地区計画

位 置 長浜市南呉服町、北船町、元浜町のィ部

面 積 約dOha

区

域

の

整

備

、

開

発

及

び

保

全

に

関

す

る

方

針

地区計画の

目標

伊吹山を臨む琵琶湖の北東部に位置する長浜常、中京、近畿、北陣の3文化圏の結節
点とじての役割を担いながら、潮北地方の中核都市与して 独ヽ自の某化圏を形成してき

ました。 1
対象地区の長浜駅周辺はt市衡地の百端にあって琵習湖との接点であったことによ

り、多くの人や物が行き交う交易9拠点で■わりまし■。こうしたまちの基本的な要素
,印B望やt水辺との近接性お鷲れる一方で、
R利用地が拡大するなど、いくうかの要因に

又れるまちなみづぐりゃ、悟未利用地の効果

的な活用とあわせて、長浜固有の文化価値や駅周辺ならではの立地特性を活かした商業

駆E臀:撃齢露とデ堅盤霊斐覧召
ヒ
轟屁t猛継盈誰

して、人や物や情報の交流と発信の要となることを目標とします。

土地刷用の

方針

.地区計画の目漂を実現するため、主地利用の方針を次のように癬めます。 1:

す。            .
3 歴史的資産の停全を図り・ 堀水空間の整備など環境資源を看用します。_

地区施設の

整備の方針

市街地と琵琶湖の水辺の後点として、ゆとりのある快適な歩行者空間を設けるととも

に、地区環境の向上を図るためB公園・ 緑地及びその他の空地を設けます。

建築物等の

整備方針

地区計画の目採を実現するため、建築物等の整備方針を次のように定めます。

1 魅力あるまちなみと良好な都市環境を誘導するため、周囲の建築物や環境等と
す の調和を図りつつ、賑れいのある商業空間と駅至近の利便性を活かした快適な住
,環境を形成します。 '
2 地区の歴史、景観などの資源の保全や活用に配慮します。

また、周辺空地などの利活用や建築物の一体的な更新を行う単区では(良好な事ちな

ηg手 9】鯵遷冦雷看言伝T電産是痛鼻呂をモ普竪李争ご露盤農基終拿吾患争密岳亀程
の特性に応じて、蓉積率の最高限度と最低限度、建ぺい率の最高限度、.建築面積の最悟

規模、敷地面積の最低限度、道路に面した― の肇面の位置を定めるとともに、地域
の歴史や市街地のまちなみなどに配慮し、建築物の高さの最高限度、建物の形態、色

彩、意匠などについても規定します。
なお〔地区整備計画を定める地区では、建築物等の制限事項を補完するためャ

合意を基にまちづぐりの独自ルエルを定め、建築物等の整備への配慮を促し、地区全体
における利用者の快速性と回遊性の向上を実現します。
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05   都市計画原案の作成と申歯

適路 幅員約二lm 延長約125m地区施設の配置及び

規模

名称

約0.6ha面積
地盛の区分

場外車券売り場そ

ぴ業務の適正化等

しはなて ならし建築懲 i,こ るげ 建築物の次 号 掲各
もる のれこ ら 類す:この他所勝馬投票券発売
r しと法 」下法律る (以関に すの規制及営業等購(2)

建築物る供すに用業のるす 鳳俗営2 I電 に規定つ 第 条第)

る建築物用 :この 供す関連特殊営業俗る性風す2 嘆5 規定億法第 条第(3)
tこ 建築物る供するす 藤業の用倉2 頚2 規定に条第倉庫業法第(4

だた し 霞惑物取扱業の販売、るえ のも )活5 超を(床面機の合計が1畜舎(5)
もの:こす

建築修等の用途

の制限

容積率の最高

限度

容積率の最低

限度

10分の8
ただし、建築基準法第53条第 3項第 2号に該当する建築物にあつては、10

分の9とする。

建ぺい率の最高

限度

臭摩:とねま盈離辱二竜岳:三二毛号色a禁身指岳長尋書警ζ魯|三まま毒§
とする。

建築修の数地面

積の最f懸限度

建築画綾の最イ臣

睡
はこれ 代わる柱おける建築4勿 のヒ線に画する区域に

の
と るすの は、 ,Om以上で 距離の道路境界線ま前面ら面か

く200消しだ

壁面の位置の

制限

れかに該当する場合を除き、かき、さく

その他これに類する歩行者の通行の妨げ

ない。

|と1盆糞瘍獄策匡置蟄振写雪葵豊盆と姦巻贔孝1逸通蓋承と呼啓秦畢竪翠線警
さが2.5m以上のもの

「

(3)庇、オーエング等

いては、次の各号のいず

告物、看板、自動販売機

工作物を設置してはなら

した区域にお

、塀、F亀、広
となるような

限により

を する柱

壁面の位置の制

限として定めら

れた限度の線と

の関の土地の区

域における工作

物の設置の制限

いものについてtよ、 しない。

装飾塔、 見の 最か ら
該建築物の水平投影面積の合計が当るす 屋上部分のられ 類にそ屋窓 の他塔、

の ブ〕ヾさ m3 では当該建まヽ の部分 高そt てお,この場合分の 以内の 8建築面積
とOm るすの は 3.で 高 さましな ヽ。し:こさ は算入高築物の

1ん` を超え5.Om ならつの の軒高地盤面かちる建築物有すを傾斜屋根ただ し

建築物等の高さ

の最高眼度

地

区

整

備

計

画

建

築

修

等

に

関

す

る

事

項

建築惨等の形態

又 lま意履の制限

との るたし も すと調蒼[l歴は、又の色彩屋根及
さき び設観及よる 色彩、つ 大す副電琴口ずら 周辺環境とな過大には、告修選外広

るt も との すを場所な に し
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05   都市計画原案の作成と申と豊

地区施設の配置及び

規模
広場 (仮)※詳細未定

名称

地区の区分
面積 約0,7ha(予定)

建築物等の用途

の需u限

次の各号に掲げる建築物lまi建築してはならない。
※地区計画の決定の告示の日において、営業を行っている建築物等の用途、お
よびその他の用途についてlま更なる検討を。
(1)勝馬投票券発売所,場外草券嘉り場その他これらに類するもの

(2)風俗営業等の規制及び業誘の適正イヒ等に関する法律 (以下「法」とい
う。)第 2条第 1項に規定する風俗餞業の用に供する建築物

(3)法第 2i条鱒 5頃に規定する性風俗闘速特殊営業の用に供する建築物
(4)倉庫璃法第 2条第 2項に規定する倉鷹業の用に供する建築物
(5)苔舎 (床爾機の合計が15謂を選えるもの)。 ただし、動惨取扱業の販売、

もものは く。,こ

容積率の最高
限度

※当地区では、伊吹山への跳望を確保しようとする題旨があるので、より小さ
_な停に設定する可能性もあり、攀 案に基づいて房lJ途検討

10分の60(仮 )

容績率の最低
限度

※次の方針を踏まえて別途検討
① 地区施設として広場を設ける方針である

するために低層翌とする方針であるヘ

建ぺい率の最高

限度
※当地区では、す也区施設として広場を設ける方針があるので、より小さな値に
設定する可書と性もあり、事業計画案に基づいて別途検討

10分の3(仮)

建築物の数地面

積の最低限度

※次の方針を踏まえて別途検討
① 現状で最小の敷地面積は747浦

建築面積の最イ_氏

限度

※次の方針を踏まえて別途検討
① 現状で最小の敷地面積は7.47ボ

② 現行の指定建ぺい率子ま10分の3
壁面の位置の

細」限
※既存建築物の配置、および事業計画案推

~基
づいて別途検討

壁面の位置の制

限として定めら

れた限度の線と

の間の土地の区

域における工作

物の設置の制限

かとこ該当する場合を除き、かき、さく、塀、F尋、広告物、看板、自動販売機そ
の他これに類する歩行者の通行の妨げとなるような工作物を設置してはならな
い。
※その他の内容について、事業計画案に基づいて別途検討

(1)公共的な歩行活動に貢献するベンチ、テント、サイン、植栽及び照明施設

(2)建築物の外壁に設置する突き出し広告等で、地盤面からその下端までの高
さが2.5m以上のもの

(3)庇、オーエング等

る

壁函の位置の制限により した区)域においては、次の各号のいずれ

建築物等の高さ
の最高限度

① 伊吹山への眺望を確保するために低層型とする方針である

から を

※次の方針を踏まえ 途検討

については南地区同様にを有する

建

築

物

等

に

関

す

る

事

項

建築物等の形態

又は意匠の制限

建築物の農根及び外壁の色彩又 lま意歴は、周辺環境と調和.し たものとする。
屋外広告物は、過大にならず周辺環境と調和するよう色彩t大きさ及び設置場
所などに配慮し、美観風致を損なわないものとする。
※その他の内容について、事業計画案に基づいて用U途検討

,

五
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05 申出

「

盛

地区施設の配置及び

規模

地区の区分
面積

建築物等の用途
の制限

よびその他の用途については別途検討を行う。
(1)勝馬段票券発売比 場外車券売り場その他これらに類するもの

してし掲げ:こ な 。ヽ燿築はi

し て 七て決定の※地区計画の 日告示の つ る 用途、建築物等の おにお 営業を行

容積率の最高
限度

10分の60(仮)

※事業計画素に基づいて別途検討

① 雰舎との調和のとれた町並みを形成しながらも地区内においては比較的高
さ制限を緩やかにしていくエリアである

え※

② JR西日本によるプロジェクトも

麓ぺい率の最高

睡

10分の3(仮 )

※事業計画案に基づいて別途検討

建築面積の最低
限度

O現状で最小の敷地面積は62.31耐

※次の方針を て

現行の指定建ぺし 1

壁面の位置の制
限とじて定めら
れた限度の線と
の間の土地の区
城における工作
物の設置の制限

る場合を除き、かき、さく、塀、門、広告物、看板〔自動販売機そ
の他これに類する歩行者の週行の妨げとなるような

=作
物を設置してはならな

い 。
「                             

‐

※その他の内容について、事業計画案に基づいて別途検討    |

|をl途羹窃奮策⊆置裂低5警葵3奮と晨巻贔キ1通蓬蕃ネとを書雫繁蜜零稼薔
さが2.5m以上のもの

(3)庇、オーニング等         i

かに該当す

り した区域においては、 もヽ

建築物等の高さ

の最高限度

① 駅合との調和のとれた町並みを形成しながらも地区内においては比較的高
、さ制限を緩やかにしていくエリアである           ・

日 によるプロジェクト

て

る

建築物等の形態
又は意匠の制限

屋外広告物はヽ 過大にならず周辺環境と調和するよう色彩、大きさ及び設置場
所などに配慮し、美観風歌を損なわないものとする。

ついて、事業計画案に基づいて別途検討

と のとする。

※ そ

0

0
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(1)策定主体 : 長浜中活協議会

(2)概 要

① 本年度のミッション (P5～P9)

調査検討の目的:駅前空間の全体的な整備から運営までエリア全体をマネジメ

ン トする仕組みが取 り入れられた駅周辺の再整備 と事業の実

現性を検討するため、長浜中心市街地活性化協議会が民間まち

づくり協働促進事業の採択を受け、平和童移転後の現店舗跡地

の活用を含め、
1新

たな駅周辺のまちづくりに向けて調査検討を

行 うこととなった。

C長 浜市及び中心市街地の課題 (P34～P45)

ア まちなか人口の減少      |
イ 大型店舗の増加と中心市街地商業の衰退

ウ 小売吸引率の低下        ｀

エ ガラス館売上げの低迷/観光客の推移

オ  、「生産物店」の増加、市民向け商業の衰退

カ マンションの進出/歴史的建物の喪失       .
③ エリアマネジメントの方向性 (P54～P63)

ア  『ライアスタイアレのプランド化Jを実現する事業と長浜駅周辺エリアの分担

i ライフスタイルのプランド化プロモーション事業

ライフスタイルのブランド化事業の成果を様々なメディアによリプロモー

トする事業で、長浜駅周辺エリアはけん引役となることが期待される。

五 ライフスタイルを再発見・再評価し、磨きをかける事業

まちなかにおいては困難なライフスタイル・ショップ、マルシェ (市場)、 レ

ストランなどを駅周辺地区の再開発で生まれる建物に導入する。

五 ライフスタイル・ションプ&マルシェの開設・運営事業

駅周辺エリアでプラン ド化の申核となるクリエイティブなショップの設置

及び支援事業を行う。

静 市街地再開発・公共空間創出事業  `     ・

i 地権者や市民が設立するまちづくり会社は再開発事業 (法定再開発の場合は
1 再開発組合が実施し、まちづくり会社が保留床を買い取り、運営)する。

・

ヤ まちなか居住推進事業

新設のまちづくり会社 (ディベロッパー型)が、再開発事業の中で、サービ

ス付き都市型住宅など、適切な内容の住宅を提供。

■ 空地・ 空き店舗等活用事業              ・

再開発により生まれた各床へ新設のまちづくり会社が「ライフヌタイルのプ

ランド化 (広義)」 という方針に基づきテナントリーシングを実施。

就 公共空間を魅カアップ 。維持する事業

公共空間の魅力を高め、その質を維持する事業。

駅周辺エリアでは、魅力的な高架の回廊 (サークル)やイベント広場、米川

別紙A-5

平成 24年度長浜駅周辺エリアマネジメント調査・検討業務報告書

(概要版)
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・

前緑地などを整備し、マネジメントする。

価 市民の長浜ライクスタイルを維持 !強化する事業

駅前の立地にふさわしく、歴史的地区 (中心市街地)では面積の不足などか

ら困難な施設を駅周辺エリアに設置。駅型保昔所、ポータル・ ミュエジアム+
図書館、コミュニティ商業、コミュニティ・レストラン&カ フェなどの施設を

展開                 .
故 コミユニケーション・センター推進事業

ICTを活用したコミュニケーション・プラットフォームのシステムを開発し、

ライフスタイル・シヨップやコミュニティカフェに拠点となる場所を併設。

④ エリアマネジメントの推進に向けた企画・立案 (P64～ P83)

ア 長浜グヅエン・サ‐クル (全体の企画)

駅周辺エリアで提供する、駅前・交通結節点としての機能、ライフスタイルのプ

ランド化のための役割、空間構成を総合化したイメージを「長浜グリーン・サ‐ク

ル」と名付ける。  I先駆的事例 :ハイライン】  :
イ 甲ミュニティ商業

南地区 3階では、地産地消のコ、ミュニティレストランである「7アーマーズ

キッチン」と「コミュニテ身商業Jについて検討。

長浜駅前でのエリアマネジメントでは、かつての商店街が持っていたコミュ

■ティ形成のための機能を付加した商業の形式を導入し、長浜駅前の居住環境

の向上を目指す。具体的には「シエア (高齢者)十健康J、
「ファミリーキコミュ

ニケーション」、「キッズキスティションJの検討。

ク ライフスタイル・ショップ&マルシェ ′

東地区のメイン・プログラム

エ キンズ&ライプラリ             l       .
北地区のメイン・プログラムとして子育て支援施設「キンズ&ラ イプラヅJ

を検討。

③ エリアマネジメントに資する事業計画 。立案 (P84～P96)

長浜駅周辺エヴアは、「ながはまのまちづくりにおいて大きな役割が期待され、
1そ

めためには今後整備していく施設や公共空間が適切にマネジメントされていか

なければならない。」とし、そこで必要となるヤネジメントの内容として、次の事

項を掲げている。

ア エリア全体の環境に関する活動

i 地域の将来像・プラン策定・共有化

五 町並みの規制 。誘導             ! ・

イ 共有物・公物等の管理に関する活動

i 共有物等の維持管理 :広場 。駐車場等             ｀

工 公物等の管理 :コ ミユニティセンター等の公益施設、公園、道路等

夕 居住環境や地域の活性化に関する活動

i 地域の防犯性の維持・向上

五 地域の快適性の維持・向上

述 地域の PR・ 広報

市 地域経済の活性化
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平成 24年度長浜駅周辺エリアマネジメント調査・検討業務報告書

(概要版)

(1)策定主体 : 長浜市中活協議会

(2)概 要

① 本年度のミッション (P5～P9)

調査検討の目的:,駅前空間の全体的な整備から運営までエリア全体をマネジメ

ン トする仕組みが取 り入れられた層尺周辺の再整備と事業の実

:         現性を検討するため、長浜中心市街地活性化協議会が民間まち

づくり協働促進事業の採択を受け、平和堂移転後の現店舗跡地

の活用を含め、新たな駅周辺のまちづくりに向けて調査検討を

行 うこととなった。

② 長浜市及び中心市街地の課題 (P34～P45)

ア まちなか人日の減少

イ 大型店舗の増加と中心市街地商業の衰退

ウ 小売吸引率の低下

エ ガラス館売上げの低迷/観光客の推移

オ  「生産物店」の増加、市民向け商業の衰退        ~
カ マンションの進出/歴史的建物の喪失

③ エリアヤネジメントの方向性 (P54～P63)

ア  「ライフスタイルのブランド化」を実現する事業と長浜駅周辺エリアの分担

i ライフスタイルのプランド化プロ■―ション事業

ライフスタイルのブランド化事業の成果を様々なメディアによリプロモー

トする事業で、長浜駅周辺エリアはけん引役となることが期待される。

近 ライフスタイルを再発見 。再評価し、磨きをかける事業

まちなかにおいては困難なライフスタイル・ショップ、マルシェ (市場)、 レ

ス トランなどを駅周辺地区の再開発で生まれる建物に導入する。

五 ライフスタイル 。ショップ&マルシェの開設・運営事業

駅周辺エリアでブランド化の中核となるクリエィティブなショップの設置

及び支援事業を行 う。

市 市街地再開発 。公共空間創出事業

地権者や市民が設立するまちづくり会社は再開発事業 (法定再開発の場合は

再開発組合が実施し、まちづくり会社が保留床を買い取り、運営)を実施する。

v まちなか居住推進事業

新設のまちづくり会社 (ディベロッパー型)が、再開発事業の中で、サービ

ス付き都市型住宅など、適切な内容の住宅を提供。

宙 空地 。空き店舗等活用事業

再開発により生まれた各床へ新設のまちづくり会社が「ライフスタイルのブ

ランド化 (広義)」 という方針に基づきテナントリーシングを実施。

就` 公共空間を魅カアップ・維持する事業

公共空間の魅力を高め、その質を維持する事業。

駅周辺エリアでは、魅力的な高架の回廊 (サークル)やイベン ト広場、米川
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前緑地などを整備し、マネジメントする。

前 市民の長浜ライフスタイルを維持・強化する事業

駅前の立地にふさわしく、歴史的地区 (中心市街地)では面積の不足などか

ら困難な施設を駅周辺エリアに設置Ь駅型保育所、ポータル・ ミュージアム+
図書館、コミュニティ商業、コミュニティ・ レストラン&カ ノェなどの施設を

展開

故 コミュニケーション。センター推進事業

ICTを活用したコミュニケーション・プラットフォームのシステムを開発し、

ライフスタイル・ショップやコミュニティカフエに拠点となる場所を併設。

④ エリアマネジメントの推進に向けた企画・立案 (P64～P83)

ア 長浜グリーン・サークル (全体の企画)

駅周辺エヅアで提供する、駅前・交通結節点としての機能、ライフスタイルのプ

ランド化のための役割、空間構成を総合化 したイメージを「長浜グリーン・サーク

ルJと名付ける。 【先駆的事例 :ハイライン】

イ コミュニティ商業

南地区 3階では、地産地消のコミュニティレス トランである「ファーマーズ

キッチン」と「コミュニティ商業」について検討。

長浜駅前でのエリアマネジメントでは、かつての商店街が持っていたコミュ

ニティ形成のための機能を付加した商業の形式を導入し、長浜駅前の居住環境

の向上を目指す。具体的には「シニア (高齢者)十健康」、「ファミリー+コ ミュ

ニケーション」、「キッズ+ステーション」の検討。

ウ ライフスタイル・ションプ&マルシェ

東地区のメイン・プログラム

エ キッズ&ライブラヅ

北地区のメイン
｀
・プログラムとして子育て支援施設「キッズ&ライブラジ」

を検討。

⑤ エリアマネジメントに資する事業計画・立案 (P84～P96)

長浜駅周辺エリアは、「ながはまのまちづくりにおいて大きな役割が期待され、

そのためには今後整備していく施設や公共空間が適切にマネジメントされていか

なければならない。」とし、そこで必要となるマネジメントの内容として、次の事

項を掲げている。

ア エリア全体の環境に関する活動

i 地域の将来像 ,プラン策定・共有化

五 町並みの規制・誘導

イ 共有物 。公物等の管理に関する活動

i 共有物等の維持管理 :広場 。駐車場等

五 公物等の管理 :コ ミュニティセンター等の公益施設、公園、道路等

ウ 居住環境や地域の活性化に関する活動

i 地域の防犯性の維持 。向上

五 地域の供適性の維持 。向上

述 地域の PR。 広報

市 地域経済の活性化
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・ライフスタイルのブランド化ショップの設置 e運営
。ライフスタイルのブランド化商品の企画開発・製造・販売

・ライフスタイル・syマウレシェあ設置

・クリ■イティブな産業集積のためのプロデュTス・システムの構築

v 空家 。空地等の活用促進

・圭ンセプ トに合わせたテナントミックス (リ ーシング)の推進

・ライフスタイル・マルシェ等の運営 (やネジメント主体による直営も視野)

・生活支援ビジネスの展開 (子育て支援施設、ポータルミュージアム、コミ

ュニティ商業など)

宙 地球環境問題への配慮

エ サービス提供・コミュニティ形成等のソフト活動

i 生活のルールづくり

五 地域の利便性の維持・向上、生活支援サービス等の提供

血 コミュニティ形成

⑥ エリアマネジメントによる再開発

ア エリアマネジメントとの再開発事業

l樹再開発コ‐デイネータ協会が平成 15年度 5月 にまとめた「新たな再開発の

在方に関する提言」をこの項で紹介し、「長浜駅周辺エリアはまさにこの考え方

が適用される。」として「身の丈開発」を提案。

イ 本地区における再開発事業のスキームとエリアマネジメント体制

ディベロッパー型のまちづくり会社が従前土地・建物を取得し、地権者及び

参加組合員として市街地再開発を推進、良質な資金の調達と資産の安全な運営

を担う。

一方、別途設立するプロデュース型のまちづくり会社が、ショップ経営やテ

ナント誘致などのプロデュース機能、テナント管理、イベント・広告宣伝、施

設管理などの役割を担う。

⑦ 施設整備に関する調査検討 (P99～P128)

ア デザインコー ド (デザインの方針・ 目標))

i プロムナー ド(遊歩道)

五 賑わいの結節点をつくる   .
甑 ターミナルポイント

静 伊吹山へのヴィスタ

v 水辺との近接  |
宙 琵琶湖へのアクセス

Ⅶ 身近な緑

価 建物は分棟型

故 生き生きとした外部空間を形作る

x あちこちに小さな人だまり

遺 舞台のような階段

述 明るく開放的なテラスの構造

イ グリーンサークルと全体配置

i 全体配置
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各地区の機能

南地区 :フ レジシュマルシェ (平和堂)(コ ミュニティ商業

東地区 :ライクスタイル・マルシェ、シアター

北地区 :子育て支援 。高齢者向け施設及び住宅

工 全体及び各地区のイメ■ジ図、ペデデッキのイメージ図

五 施設整備主体

南地区 :個人施行者

東地区 :東地区市街地再開組合

北地区 :北地区市街地再開発組合
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平成 25年度 長浜駅周辺エリア再整備準備マネジメント調査・検討業務

報告書 (概要版・特記すべき事項分)

(1)策定主体 : 長浜市中活議会

(2)概要

平成 24年度の調査検討業務の結果を基に具体化、当該調査時点で環境等の変化があ

つたものについては、それを加味。

① 前提条件の整理

東地区再開発 (P10)

地権者が設立した長浜駅東地区まちづくり準備会において当該地区の再開発

の内容が検討され、施設計画と事業計画の両面において一定の成案を得て、2014

年 (平成 26年)3月 1日 に再開発準備組合の設立に至った。

この間、地権者と個別の協議が繰 り返され、再開発事業の前提となる地区計

画の地区整備計画についても地権者の合理に至り、2014年度早々の都市計画審

議会で決定の運びとなった。

② 長浜駅前におけるエリアマネジメントの方向性 (Pll)

・方向性は昨年度と変わらないj

・限られた人的資源の有効利用に鑑み、とつのまちづくり会社としてデベロッパ

ー部門とプロデューサ部門を持つことも検討課題.

③ 各エリアの整備方法 (P12,13)

【東地区に関する記載】
。平和堂の土地 (公共物に充てるため市が購入した分を除く。)と 建物をデベロ

ンパ~型まちづくり会社A(以下、単に [A]と いう。)が買い取る。

・ Aも一地権者として、定翔借地方式の市街地再開発事業を行う。
。Aは高度化融資等を活用し、保留床を買い取る。
。再開発後の床をAと 希望する地権者がプロデュース型まちづくり会社B(以
下、「B」 という。)と 委託してBが管理する。

・Aと Bは一つの会社になる選択肢も存在する。

④ 長浜駅周辺整備の方向性 (P14～P26)

ア 観光の新しい傾向と長浜の観光資源

イ クリエィティブ産業の創出

ウ 「駅」機能の新しい傾向

駅が交通機能に加え、物販・飲食の機能を発達、強化させる傾向があり、更

には トータルサービス機能、情報発信機能を担うことが想定されることから、

こうした動向を踏まえて整備する必要がある。

⑤ 商業施設整備事業計画の可能性 (P28～P34)

複数のアンケー ト、インタビューなども踏まえ、「駅前としての玄関日、長浜の

「ファース ト・ミーティング。ポイント (出会いの場)」 として、広く門戸を開放

した交流機能を背景に、「高い成立性を持ち、棲み分け可能な差異化戦略に立脚し

た商業機能の開発」の方向性を示す。

【業種案】

・マルシェ (長浜 。湖北地域資源)
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・カフェ・ビュッフエレストラン

・地域資源活用物販店舗

!交流スペース

・キッズ生活アツー トメントショップ

マルシェには高いコンセプ ト性や戦略が求められる。そのため事業意図を理解

し、意思疎通がしやすい形での運営が求められる、その点から施設管理を行 う組織

による直営により、流通経験のあるマネージャーなどを設置した上で、オペレーシ

ョンがしっかり管理される形での方式を検討することが考えられる。

⑥ 収支計画 (P40～ P49)

ア 資金調達のパターン

資金調達として、補助金と借入 。出資を組み合わせた6つのパターンが想定。

これらの想定から代表的なタイプとして、商業施設には経済産業省の補助金

を活用すること、コミュニティ施設には暮らし・賑わい再生事業補助金を活用

することを選択し、不足分は高度化資金によるものとして資金計画を立案。

イ 従前の資産

Aが、平和堂の土地・建物を取得。取得金額の建物分は補償費としてAの資

産に計上。

従前資産の処分方法 (再開発)の事業計画として以下の 3パタ‐ンを立案。

i 権利変換タイプ

従前建物を、権利床とする。権利者は地代 。家賃としてリターンを受ける。

近 出資 1タ イプ

従前建物を一部転出して、Aの取得床にすべてを出資する。

権利者は、地代 。家賃のほか、出資に対する配当としてもリターンを受け

取る。

近 出資 2タ イプ

従前建物を一部転出して、Aの取得床に出資するとともに一部を資本金と

して所有。このパターンにおいても権利者は、地代 。家賃のはか、出資に対

する配当としてもンタエンを受け取る。

ウ 従後の資産
。Aの資産 : 権利床、保留床、自己株式、現金
。設立時の出資額 : 5000万 円程度

*投資計画及び資金調達計画は本文に否付

工 収支計画の 3つのパターン

従前の資産のタイプによって 3つのパターンを提示。

*本文には、最も安定的とされた出資 2タイプの収支計画を記栽

⑦ Aの設立プロセス                      ヽ

既存の長浜まちづくり (株)の市の出資金の一部を減資してAの出資に充てる。

③ プロデューサー型まちづくり会社 (P52～P59)       |
ア 概要

。設立時資本金 : 1千万円～2千万円       ヽ

。出資者構成 : 長浜市、長浜まちづくり (株 )、 商工会議所、地元企業など

イ 収支計画
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別紙A-6

*本文に掲載。

これにより、単年度で 1千 3百万円の内部留保を見込んでぃる。これらは借

入をせず、償却資産を持たないという前提で試算されている。

ウ 設立のプロセス

Bの機能はAが担 う方が合理的 (P58)。

③ Bが実施するマネジメント業務 (P66～P71)

ア 開発事業でつくられた施設の運営 。維持 。管理

i 施設の維持管理

建物設備管理、環境衛生業務t警備業務、駐車場 。駐輪場管理

近 プロモエション

店舗施設運営、販促活動、リーシング業務、窓口業務

血 営業

売上管理、賃料算定、総務

イ 都市再生整備推進法人としての公共的施設の維持管理

ウ 長浜駅前エリアマネジメント協議会の事務局としての役割

⑩ 東地区の施設の具備すべき内容 (P122～ P142)

ア 必要な機能

i 湖北・長浜のライフスタイルを育み、強める

五 湖北 。長浜のライフスタイルを発信する。

イ 今回計画

i アの iに対応するもの
。商店街の充実 (飲食中心?)       1300∬

うち商店街地権者権利床        800だ
。健康増進・福祉施設 (薬局、医療モール) 800∬

遺  ア の 五

。マルシェ+ギャラリー   1100 nf
・ライフスタイルションプ  400ポ

述 アの i, 遺で共有するもの
。ア トリウムとポ

=タ
ル広場 。伊吹山眺望イベント広場

。米川緑地、グリーンルーフ (デ ッキ)

⑪ 公共公益的施設の整備計画と運営方法の検討 (P144～ P154)

ア 公共公益施設の整備計画

i 公共施設

駅前広場、道路、グリーンサークル (デンキ)、 駐輪場 (市営)、 駐車場'(市

営)、 米川緑地

五 公共的空間
t   ポータル広場、伊吹山展望広場、平和堂駐車場 (南地区)

五 公益的施設

健康増進・福祉施設、マルシェ、ライフスタイルショップ、屋上庭園、

平和堂コミュニティフロア (南地区)、 子育て支援施設 (北地区)
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新たな再開発のあり方に関する提言

平成 15年 5月

(社)再開発P―ディネ‐タィ協会

国際的にも評価される都市?魅力づくりに向けた都詰再生抜策か歯家戦略として農議さ
i

持つやある。こう帝た中、中,Ⅲ中街地や密集市毎地にゃする再開発促進入の期待は、これ

までにも増して高まつてきている。   ・

しかしながら、右肩上がり,が終焉する中、・高度利用による保留床処分を前提とした従来

方式の再開発は、多くの地区で事業化が停滞し、債務の清算ができない地区も一部.1と見ら
1 .

れるなど、厳しい事業環境に陥つている。  )    i
昨年の連常国会における都市再生特別措置法9制定〔再開発関連γ去常IJめ改正は,民間の

創意工夫を生かした再開発の促進にとうてもとより有意義なるのであるが、全国の中心市

街地において地域のポテンシャルを踏まえた持続可能な街づくりを進めるためには、再開

発のつり方そのもめについても大きく犠換する時期に来ている。          :
未提言は、街らくりあ専門家として全国とこわたり活動している再開発コーディネーテー

の意見を集約し、こうした視点から、新たな再開秦の方向性を提案するも
')を

ある。

昭和44年に制定された都市再開発法は、本来、「線」から「面」今の転換をねらいとしたもので
あったが、現実にI茉 中心市街地の一部の高容積化という「点」にしかならず、中心市街地全体のポf

テ
岳藩亀慾憲尋皇鼻吾         蒼哲雷新琶茎綱による給先膳魯iとよってこぅしだ卜長界を

打開する工夫も行われてきた力ゝ 必ずしo十分な成果を挙げていないと

ィヱ坐嘲 犠農室荊誕酵鋲愛飼頂塩え亀整粽罠誅転電ず〒
法
T哄

ゃれ
:十
再甲発早

T千

今後の再開発は、通り沿いの服わい軸や生活軸とし),た「線」への展開とそのネットワーク化を
重視しつつ、個性的な街並み景観の形成と持続可能なとミユニティヘの再編を図ることを基本的な目
的として、再開発を再定義するとともに、保留床処分に必ずしも依存しない事業手法を原則型とす
る方向で、制度そのものを再構築する必要がある。      .           _

1.22



<再開発の再定義>                       .

O 地区計画やまちづくり協窪丁建築協定書ベースとした敷地整序およびこれと主体的に行われる大

|  口
,協調の建築行れを再開秦として定義 (必ず●も高度利用を要件としない)

0 再開発計画の中に、既存建築物の保存・活用を位置付けるとともに、既存建築物のジニュ‐アル

も支援あ対象化 (ス トックの有効活用)            i    l    !

<地赫磐占して)″ と々各枠の騨】・  .    ■ ‐ ‐
0 事業資金の調達を保留末処分の形で第二者に依存するのではなく、地権者の共同出資によるまち

づくり会社がt施行者となつて事業資金を調達し、共同で

'ス

クをとる事業手法に再開発の基本

スキームを転換              ・     ‐

0 まちづくり会社が施行する敷地の整序および共同・協調による建築行為への強制力   ・
.

(不参加者の上坤建物の買い取り榛など)を 4′ 5同意で付与 (多数決原理の徹底)

'謹

:二ig轟二拿蝕韓鐵震轟覇鹸等線杯種≧註
して土Jと費を頭在化させなしヽ)        ′      「     ィ ■   '

O まちづくり会社の養金調達は、不読産証券化あ手法を積極再旬に活角 (これによう、事業採算に,
いて市場の評価によるチェックを導入)1!       ~         :   ・

現行の支援方式は、共同施設整備費に対する補助を軸として構成されているため、一般的には、高

容積・高度利用に有利に働くことが多い。   |                    ・

再開発の基本目的の転換と併せ、更地での建集行為、一筆の土地下?〕
建築行為に■して、再開秦が

賛晉雰皆殺、
す
臭露曇Я羅造禁と亀家暮妊送せ菅屎皇奎足積|' 

不空テイ争Ⅲイ
ンセンティアを

,

O 初動期の調整費用などの合意形成経費、地方公共団体に代わつて高度のノウハウを提供する再開

発とエディネーターの成功報酬、再開発なるがゆえに発生する補償費t敷地格序により生み出す

公開空増や地区施設について、全面的に公共負担                 ∫

盈環送き暴窪啓夢暮事0多ギ整蹟遂

福祉施設や高齢者向け住宅など、地代負担方が小きい用途を

(これらにより、高納 毒開発と低蓉積再開発
^の

支援をイF―ルブッティング化):

O 地権者自身の共風のジネクテイク入ゅイレマンティプの付与を重視するとともに、不動産証券化

に円滑につなげる視点から、地権者田資のまちづぐり会社に対する公共による出資、劣後ロマン

め引き受け、債務保証      ・                       .

2 再開発ビルの建設費の二部に着日した「

=ノ

入9援助」から再開発というアタン

ヨンを成り立たせるたつの「運営への援助」に公共支援の枠組みを転換することが

望ましい。                ・   ∵
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O 細分化された敷地利用の共同・協調による統合へのインセンティプとして、従後資産については

相続腕の対象から除外 (農葉基本法第16条の懇旨を踏まえて、農業経営の細分化を抑制するた

め措置されている農地に関する相統税特例の発祖を、都市部の街区単位の街づくりにも導入)

(注 1)再開発コとディネーターの成功報酬はヽととディネ‐ターの知酸、ノクハウ、経験により、
1講奮員講品i榔黙尼希登1露g鶴線 統盤賊甲■堅

甘2)簾
稲繁錐奮ぷ%密督誉

暫の細餌ヒのレ
'止

)  ―
オる家族農業経営等が細分化することをレIにする

手客と詈煮写響箸F夕を二墨籍羅鍵彗姦祭ヨ急宏:ず壱声!相

続人の■人力tBIき継いそ担当

3 ,子高齢社会に対応するためには.再開発を通じて(中心帯衛地を「福柱の生活

空間」として再編することが、極めて重要であり、省庁連携、部門連携を■層促進

すべきである。‐     '        | …     …

少子高齢社会が進展する中、持続可能なコミュニティの形成に向,サ 、Я辰わいめあると活空間、商業
空間を再構築するためにlま、再由発を通じて、地域の福祉拠点を創出していく二とが必要であり、省
庁連携、部門連携の二層の促進を期待したい。   ・ :

O 福祉、医療、教育、保育等の施設補助に買い取り方式を導八するとともに、借り上げ方式を本格

i′ 化、これによリケアハクスなどを積極展開       _     、    |

9 高幹者の保有土地にういて,パ■スモーダンジを導入じ、居住や営業の経続と生活の安定を両立

O 親世帯t子世帯の隣居、近居など商業機能を支える居任機能の回復に対する支援の強化
'

なお、現状を放置すれば、中心市街地の■層の疲弊は避けがたい。これを打開するためには、大規

模小売店舗について、スマートグロース (賢い成長)の考え方を取り八れ、都市経営入の影響のアゼ
スメントより立封生の適否を判断する方本を導入するなiど、持続可能な都市経営どいう観点を重視した

広域的奮成長管理政策
/ `検

討の視野に入れるべきである。

再開発に伴う建物の更新によって、固定☆産税・都市計画税は大幅な増収となるが、東京 73区で

は、税収が都に帰属するため、特別区にとつて、再開発の都市経営上のメリットが必ずしも実感でき

ない|の どなP おり、この子とが、1特別区の再開発への能動的な取組みを遅らせる原因のひどつと

なってヤⅢるとまた、伸の自治体におぃても、再開発に対する援助と将来の税収増との関係について米

国のT IIFにみられるようなアセ必メントが十分に行われてぃるとは言いがたいこと(税収増となつ

てもその大半が地方交付税変付金の減額につながると言う問題があり、それらの是正が必要である。
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○ 東京 2e区については、都区財政調整制度において、1再開発を実施した特別区に再開警に伴う固

定資産税・都市計画税の増収分を個別算定・して配分する方式の導入        ・

〇 その他の都市については、交付税制度,こ
おいて` 基準財政収入額からの控除を行い(増収分が地

方交付碑奈付金の減額にならなv｀即整措置の導入     .'     、

O 上記を前提に、口定餐産税等の増収を引当とした都市再生償券 (地方償)の発行   ,

(注 3)TIF(タ ックスインクレメラトラティナンス)iよ、米菌の大半の州で導入されている制度

之資産税の増収を引彗とした償券を発行し、地域整備財源を・してで、再開発による将来の固|

活用するもの。   、

(注 4)固定資産税等あ増収については、不確定性が高い土地の増進価値分ではなく、建物の更新

に伴う増進価値た着H:することが適切であると       '. 
 `   1

5 再開発には、公民のパィトナーシップが有効であり、このため、地域のまちづく

りに対して燃合的な支援を行う都市再生機構を早期に設立するととヽに、その積極

的活用を図るべきである。  ●                
…
    : i

再開発促進のためには、パブル崩壊に伴う虫食い土地t不瀑型不良債権として発生している商店(地

摯招錢驚弦逮愛g亀鍾鰹雛術編絲薪監線縫恐黎縮縫熟
による評価が求められるが、近年、これが再開発後の事業採算からみた評価 (将来時点を力F「ン(した収

益還元価格)を上回る手とが~撃的になつてきている。このため、,それL土地建物の取得に伴うアセ

)ト リスクが再開発の阻害要因となつていや。今後は、米国oラィトダンン方式を参考1■一定のァセ

ットリスクを公的蔀門が分担する仕組みを確立すべきである。 ―  I       I―

?智ビ覧ピ雪醒謎議解犠智雛翻縫増縄雉警尋覇察み駅
O アセットジスクを入.ッ うするためあ、国による糾市寺生機構今あ出養、その他の支援の充実強化

(注 5)米国のライトダウン方式|は、耳開発村察地の■地を会的機関が喜得し、基盤整備をした

上で、計画条件を付して民間事業者に譲渡する仕組みで、計画条件との見合vlで圧縮評咆長(ラ
.

` イトダタン)により原価を下回る土地譲渡ができる。

125



新
°
た:な。驀閉秀の・を組み

°
と.4メ いン

)

ftp6



I 繭 蓄醐発の仕組み

士新たな再開発のあり方と組立て方

ユ
Ю
Ｗ

ー

―

i豊罷ま芸軽翠怒路需ξ泰亀頷露躍乳ヤ荘
る建遷      、  ド

o余っ韓 ・運営する第三きにリスクを転塩
● 区分所有法に基づく管理が大療則と →鶯遼構成の璽叢懇 '田来のリニュエアルお崎しヽにくい。
● !余うた床の研善に十七H資を含めて全体の事業資金を回収する縄 →地価貧)鞭重化するこ

R   I「
「
Ｉ
Ｉ

||

た床と―体で鐘nヽ

地悔者の主麹の構刊は

その謀黎とする

綸様者が慎立すみまちづくり

送とがこ鞠を強麟し、主として

宝責収入てゞ資金を回収すると
く素つた摩を外田に処分しない)

A"::   :確 白置■,0)掲H H麟 段のI曽

纂

o地権奮ね峡向でリスクをとる発継
0まちづくり会社が■体的に所有するため、その憲議決定によるり五ューフルが可會魏
●建築費のみを自収する経営の―

t六熱 じ̀ →tttm力鑑 化しない。

r衡並み景観と

コミュニティじ)再生」
ク1ヒ

「韓」へのH嗣  :

量路載務軍り宝り坐

・持鞠翻螂鶏纏縣謎割;黎魏壌轟甲呻く
● 事業の組み立ては、従前の所有者の共伺毬費1こよる「まちづくり会載」メ〕建設け 経営する自お経営

型ぃ                 
｀
         .

eヶフハゥス、ディサービスセンター、保蒼所等比較的小規模な磁殺や、親世蓄 ,子せ帯の燐居・近磨
に題じた― dどを0衛,ι全体醜 して配置し、賑わいのある

― 確むを形成でき毒。

盤前の購 奮か所奮

H色



2.新たな再開発の事業構成

ユ
時
∞

3,新たな再僻再発における補助のあり方

小携颯事黎

博どメサニ

ン0田合が

澪少し、資

歳田通リス

グか低韓

競横1とより
競

綱儡に

かかわ
らす…
建

(◆書)再開舞銭0親慎ぷ′lヽさい娼合

―

競 書のとれの権調はそのま
康とすゃ。
(注れrtを重在化させとい考え

方)

地績書が離立するまちづくり
会社が建鞠t歳曽し,■とし
て資賞収

^で

、資金を回収す
る。           

「
・

(余つた麻を外出こ愚,'し ない)

「事事づくり

会社Jの出資

に篇 る。

資金田通の考え方資金輔威

卜菰 甲|い逮
クリアランス資善への

獣離
く`

,始権奪出減0事ちづくり全社に対するパ共による鶴

責や義後目中ンのBIど`受け.機苗保肛輩ど。
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の改停

哲並みにあわせた
‐議奪建物の改停

や
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参考資料 1,再開発の現状について          '

近年の著しい経済情勢の変化にきらされ、多くの市衡地再開警事業地区において、これまでには見られなかつ

た事業システムのあり方そのものに係る裕造的な問題が顕在花げてきそぃるとその状4は、次の通 りである:

1.事業中地区  ,
①イ床処分 にの課題から事喋構築が立ち行かなくなり行き詰まうてい/pJ    ・.    _

:   施設規模に対応した需要がない、あるいi土再開発な々がゆえに
戸

コストとなo床価格やそれに伴う

. 設定賃料が、市場年おける競争中の画で劣ることからヽ 事業成立上の前提条件どしてい埼床処分に

'沢

題を牛じているケーム
|｀
従来1紡印ダЛ段階ては舞牛|ていたが、近年の水きな経済変動や時問リ

スクなどから都市計画決定後や事業謎可後もこう.したヶとスが多く発生している。(特に商業施設)

②「事業の枠組みの中で権利者の合言が得られる策がなかなか見当たらない」と
?学、これまであギ開発事業に■tヽでも貿ぞ1鴛憲

'電

tF警詈上fテ五患農革冨露をす業自体に理解が得られないことである。加え

リットが希薄になり、また再開発特有の権利者合意や手続による時間ロスなどが4樹伐・つて、権利を

を説得すoこ 1を困難!こ.しているケースが多い。
夕.1     ヽ

2.事業終了地区.

① r経済情勢の変イヒによヽり再開発ィルの管理運営が困難」               . 1    ■

｀  経■情勢?変化からキエ
7オントが撤退す々等大規模ナF空き床を生レたり、賃貸料ら植下げがどル

管〕

“

_会社の経営の圧迫、さらにIよ破綻につながらたりすることにより、ビルの管猟運営が困難とな

り、再開■の成分が問われる4滉に追いおまれているケースと
・:         .

②「りニューアル(改修)が しにくいJ・  .                         ・

複雑なビル形態、権利関係のため、合意形成や養金調達が困難なため、市場の変化に対応できない

ケース。

3.近年こ新たに事業化検討調査を実施する地区も激滅している状況にある。

〇卿度補助対象調査舅J暉戦?変化

`平成2年 1146控区(過去最多)→ 平成12年 :39地区

開発事業に杯 隆々路‡l・腕!三四主 研々究会 )あ らヽ        …
Ⅲ

・事業中地盛(183″と画 のうち l′ 3(61地区)が「課題力ヽある」と回答

■1■12月 市街地蘇のンケーア ト 「市街地 ためド開発事業の除路辛丁開 の対応方策(提首)

,O今回
主V村へのアン

々
―

上力|ら    ,  、.  :
。事業中地区(501地画 のうち約 16%(78地区)が 『猟

'題

がある」と口答
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<各種データ>

0再開発事業地区における課題 (全国の市町村へのヌンケi卜調査*から)

 `   中〉「市街地再,ロラと事業の除路打B自のための対応方策(提言〉J
′     |             、       /平 成 14年 12月 市術地再ll側発事業・に係る陰路打開に関する研究会

湖 査 時 点 I IX1416月 初旬 (I114,3,31現在の事業連捗状況を調査)

調査紺筆地区 :警菅嘱開発法に基づく市街地再開発事業地区684地区

(事業中地区 183地 I道 事業終了地区 50と 地区)

答  者 :地方公共団体

① 「課題がある」と回答した地区

全684地区

② 「課題がある」地区の地域別分布 (播弧内1ま各地域の総地区数に対する課題地区の割合〕

事業進捗と支障をきたす

操題があると回各した地区

(139地区)

183地区 6ヽ 地区  (33%) 60地区

61地区 25地区  (41,6) 25辻区

工事完了以前

122地区 36地区  (30勇 ) 35地直

504地区 78地区  (16出 ) 38地 区

275地区 36地区  (13X) 31地区

166地区 28地区  (17Ъ) 19地区

工事完了以降

60地区 14地区  (23%) 8地区

莉地区

(50%)

工事完了

以  前

4地区

(10“ )

0ヽ地区

(33%l

24地風

僻4%)

12地区

(32路)

61地区

(33勇)

30地区.

(29吟

工募完了

以  降

O地区

(0%l

12地区

(13吟

18'生鷺魔

(18%)

18地区

(16%)

73地区

(16%)
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)

③ 課題とその要因

[表 :課題がある地区の課題とその要因 (事業中地区)]

④ 課題に対する対応策

(要医lは複数回答、→rま代表的な要困例)

(複数回答)

23

13 56.5%

3 13.0%

10 43.5%

26.1%6

3 18.0%

2 B.7%

30.4%7

上の課題から事業構築が立ぢ行かなくなつた。① 床処分

14

6 42.911

2114113

で権利者の含なが得られる策が見当たらない② 事業の枠組みの中

8その他(事業の資金調違が困難)

36課題地区の合計

15 41,711施設規模の縮小・施設用途り変更

38.9%14工事資の圧縮'従前資産額の見直し等

8 22.2%

6 藍6.7%保留泰取得法人への出資・無利子
~融

資

19,4%7施行主体による差換処理

27:81110代替地の斡旋等

5 1319γ。保留床取得法人の設立

8.311その他

36課題地区の合計
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(地区う 初動期駐蜀査実施地区数の推移(目癖補助対象)

0新規の事業化検討地区数の推移

「①調査AIB」

「②ジジュームJ

進計耐 の合計         ‐

「③基本離画等ど :く住宅局″f管ン市街地総合再生基本誰面、基本計画、推進蔵十函♂)令譜

く都市 :地オ父整,8局所管>市衡地再開発等調査(調査ム・調査4)の金計

都 市 地域帯欄痛所管>都市活力再生拠点駐船事業による調査(1也ば再生言キ画t ttlメ 子よ備計画、事業化促
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、こあ鋳I度を活用していくことが求められる。

再開発コーデイネータ協会が平成 15年 5月 にまとめた『新たな再F汗尋

1黄空ヨ辛密″
g辱 1提

耳
もで

,、

次の
|う

省哲たな考え方々 提案
|て 1落

(前

i■蔀あ場所でポテンンやルを使い切るの
~で

lま なく、中心市街ナ也全体で使ってい

く。                                                         |

複数の事業を導続的
'こ

実穂し、地域の米テンシャ

'♭

を有効に活用する。
たとえ′■ 住寮供給可能戸数が区拶全体で 10δ 戸程度とした場合、それを複数
事業で実現していく。                  |

岳腎彗奪曇疑:及贔aI点だ写}F標
るのでは

,|、
牛誠ヤ

権
烹?共▼警

資

:::::こB孝::ョ::|:
可會しなスキームとする。          (              .

ギニぞ挙筵鷺g身〒覇繁〃融麓越籐越5房置た婁ξ
ように、土地の権利をそのままにて従前地権者等を中心として設立するまちづ
くり会社(FrSロツr{一型(政略「ますブくり会桂六」)ん 建ヾ物を所若、三
として賃貸II又入で資金を回堺し、祭った床を外部に処分するととをしなも(ズ卒
―ムとなる。ことで、まちづくり会社Aは、有あ図に示すように、①適切な土
地蒼U用のために土地建修取緯する、②権不u者 として市衛地再F汗尋発を控連する、
③参 β々組合昇

として市衛地再F寿写発を推達する、④良質な資金 (制度あ積極的差
用、企業・市民からの支援)を調達する、⑤資産を安全に運営する、などが役
.害

Jと なる。

この|う 4資金を集め、不動産を保有・輝営しⅢ配当する会社lよ、一般に

業手f琶古ぽ豊警な領F目

的会

,1と
呼ずれ、殖設や店舗を

晉耳マ
る事業を兼

ジ三5再iどぞビFご慮丞至森猛彗EFご患:ぞ警Sと長談:!|こF芯5ご,
プの経営やテナィトの誘致などのア白チュ下ネ機能(②テチントの管蓮(③プ
目ぞ―ション (イベント・広告宣伝)l④施設管理 (潜掃・警備・機械管理な

晟云子阜b旱象疑葱礁解勢駆身1】稟好誌を意ごごき蔑缶
拝署現す

ゃ
手撃となるショウケTスづくりとぃう重要な役喜l」が含まれるも

すなわち、ディベ甲ッパ
=翌

とプロデュース型の二つのまちづくり会社が、
連携して、

千
リアマネジメント体制の要となっていく (右上図)。 ェリプラマネ

¥メント自仏lよ、さらに前々 ベージの体結1」図のように、きまざまなステーク本
ルダーが謗ヵして進めることが必要である。右ページ下の図のような達養関係
が想定される3   .'
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第4章 エ リアマネジメント
紙A-9

′

1-1)7.月 TO日 に検討した東地区、北地区事業の事業計画

,ヽ

由寛笠針図 ・ ・・

市衝地再開葬事業

ψ・■■荼 多

挙 ポリ会峯

収・入 支 f出

11,781,021千劇 lp81,768子円

0千用 土地撃備費, 理瑯開0千円

0千円 補償驚等 75,900千 円

0千¶ 調査設計計画費 1891012千円

0千田 事務費等 J甲削千円

ゃ千円・
｀
措入金利息 15,a38千 開

長浜市道負担金 : 0千ロ 基金 lal,818壬 円
I

計 1,781L'21千 聞
|

hir・
:計 '1,78+,022千

円

0千円

0予円

8,629手前

1転000千

商 御似r千田
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3.5.東地区 :ライフスタィル・マルシェ

3,5.1各階のイメージ
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第1章 長浜駅東地区まちづくり準備会 会議議事録及び配布資癬
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男可紙  B-1

長浜駅東地区第■種市街地再開発事業

事業計画書

長浜駅東地区市街地再開発組合

ヽ
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長浜駅東地区第一種市街地再開発事業
`    

事業計画書   ,
日次

1.地区、事業及び施行者の名称

(■ )地区の名称

(2)事業の名称

(3)施行者づ名称

(1)施行地区の位置

(2)施行地区の位置図

(3)施行担区の区域

(4)施行地区の区域口

(5)施行地区の面積

'1

2.施行地区の概況及び事業の日中・………。…………………・f"● ………………Ⅲ……1

(1)施行地区の概況   1・
(2)事業の目的・                    .

31施行地区 ・2

・'34.設計の協要

(1)設計説明書

1)設計方針

2)施設建集物の設計概要

イ七設計方針

口.建蔽率及び容積率等・

ハ。各階床面積等

3)施設建築敷地の設計の概要

イ.設計方針

口。通路

ハ.公共道路

二.広場

ホ.有効空地率

4)公共施設の設計の概要

イ!公共施設調書

5)住宅建設の概要
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(2)設計図

5.事業施行翔聞……………1・・宅・̀…
i

(1)事業施行期間i(予定)

'(2)建築工事期間 (予定)

・……
:市
・…5

６

　

　

７

資金計画 。6

添付書類ヽ……irれ中″OⅢⅢ…………`・………i.・
・11………………………:…・……B

(1).施行地区位置図, 上  ヾ    .   ‐     ・_.il`

(2)施行地区区域図   '       ..      …  ・…
設計図

施設建築物

施設建築数地

公共施設

・３

１

２

・
３

・

・
p

ヽ

1丘 1



事業計画書

1.!地区、事業及び施行者の名称

、(1)地区の名称

'   長浜駅東地区

(2)事業の争称

彦根長浜都市計画 長浜駅東地区第一種市街地再開発事業

(3)施行者の名称

長浜駅東地区市街地再開発組合

2i施行地区の概況及び事業の目的

(1)施行地区の概況

当地区は、凪 北陸本線長浜駅の駅前に位置し、大型商業施設と低層の商業店舗

等が立地する商業地区であるが、大型商業施設は築 45年を迎え老朽化が激しく、

また他の建築物のほとんども耐火基準を満たしておらず、都市防災上の観点から

著しく不健全な状況となっている。また、大型商業施設の移転事業が進んでおり、

現施設閉鎖後は空店舗化が免れず、地区の有効な土地利用の促進が緊急の課題と

なっている。                ・

更に地区の東側と南側に計画されている都市計画道路は未整備で、交通結節点

である駅前の都市機能の強化に中けた道路交通環境の改善も必要となっている。

以上の本ラに.まちの玄関口にふさわしい良好な市街地環境の創造に向けて、

早期の市街地整備が望まれている地区であると              f

(2)事業の目的

対象地区周辺は、琵琶湖東北部地方拠点都市地域基本計画で、都市機能の集積

や居住環境の整備等を重点的に進めることが期待される長浜駅周辺都市拠点地区

に位置づけられており、長浜市都市計画マスタエプランによると、まちのにぎわ

いを創出する商業・サービス業の振興と多様な都市機能の誘導を図りt県北部の

玄関口にふさわしい景観形成に配慮した都市空間の形成を図る地区とされている。

また、長浜市中心市街地活性化基本計画では、長源駅周辺の都市機能を強化する

こと,こよつて、まちの核として、今後もま■づく,り を進展させるとともに、広域

化した市域の中,いとして、人や物や情報の交流と発信の要となることを目標とし、
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)

‐                        
‐

     )

一体的かつ段階的な市街地整備を図るものとしている。   ・

坂上のように当地区は、長浜市の中心市街地の‐翼を担い、美しい地域環境を

身近に感じ取れる街なみづくりや、低未利用地の効果

“

な活用とあわせて、長浜

固有の文化価値や駅口迪ならではの立地特性を活かレた商業及び居住機能を漸進

的に拡充していくことが期待されている地区である。         ■

本事業は、JR長浜駅東口の東に位置する北船町3番街区において、市の玄関

口にふさわしい良好4市街地環境が創造されるよう、準物
の本口

化や有効空地の

確保にょり防災性の向上を図りつつ、都市拠点として求ィい力を高める繭業施設を

主体とした施設建築物脅整備し、あわせて都市計画導路を一体的に整備するとと

たより、都市機能を強化し、合理的かつ俸全で高機能な土地利用を図ることをロ

的とするb         .

3,施行地区  1            '
(1)施行地区の位置

工R長浜駅の東側に位置し、市道北船南北船北線 (長浜駅前広場の一部)と都市

計画道路長浜駅宮司t条線、都市計画道路北船列見線れ都市計画道路長浜駅室線

に囲まれた地区である。

(2)施行地区の位環図

添付書類 (1)の通り。

(3)施行地区の区域

(4)施行地区の区域図

添付書類 (2)の通り。

(5)施行地区の面積

詔90.6ha

町  名 地  番

長浜市北船町 20番 1の一部、 番 98 3、 100番、100 l

長浜市北船町字殿町 106番、106番 3、 108 5、 108番 G、 108番 7

長浜市北船町字中輔 105番、105番 1.105番 2、 105番 4、 105番 7の一部、105番 16、

105番 20.,85番、285番 3、 285番 6、 285養 7.286番 8、

285番 H、 285 12

長浜市精呉服町字中

輔

308番 13.308番 14(308番 15、 308番 16寸 308番 17、

808碁 18の二部、308番 19の一部、308番 20、 109番、809番 4!

309 5、 309番 8、 309番 9ヽ 309 10、 309番 12、 310番、310番 1
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4.設計の概要            .
(1)設計説明書       i
l)設計方針

本事業については、2敷地穆棟の施設建築物で構成され、A棟は新集で、B棟

は歴史的建造物 (山蔵)を曳き家により移設し、整備を行うと

:    設計にあたっては、駅前に賑わいを創出し、市民をはじめ観光客や様々な人に

サ
=ビ

スを提供するとともに、駅とまちをつなぐ快適な空間を提供することを目

的として設計を行うと     :             `   ・

また、建物は伊吹山の眺望や周辺の景観との調和を図り、新築の建物について

1  は2階から5階建てとし、地上には緑地を設け、低層部の星上は緑化を流すとと

もに、曳き家する山蔵と調和した町並みづくりなど.重好な都市景観に配慮した

開放的な空間を提供する。 1

2)施設建築物の設計概要  オ              ′

イ.設計方針                   ́  i
iA検 はil階・彦階の店舗ゞ3階・五膳の医療関連施

と
設等あ業務サービス施設、

.5階
の住宅から構成される。駅からおデツキ通路が接続する2.5階部分にイベント

広場を設け、隣接する店鋪と9主体的な利用を図り、駅前の賑わいを創出する計
'画

とする。また〔■ニパ■サルデザインや環境に配慮しれ人と自然に優しい施設

を目指す計画とする。    ｀             ィ

B棟は、歴史的建造物である山蔵を曳き家により移設し.開田部の改修を行う

ことで、準耐火建築物として整備を図る。

口.建蔽率及び容積率等

名称 建築敷地面積 建築面積 建築延面積 建蔽率 容積率

A棟 約 2,530∬ 約 2,070∬ 約 4,910∬ : 約 82%

(角地適用)

約 195%

B棟 約 250∬ 約 43∬ 約 43だ 約 17% 約 17%
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階 床面積 (∬ ) 主要用途 備考

５

４

３

２

１

BF

約 220

約 490

約 600

約 1,400

約 2,070

約 130

住宅 .

業務サ▼ビス

業務サービス

店舗

店舗

構造 :鉄骨造

規模 :地上 5階建て

高さ:21m

合 計 約4,91o

ハ.各贈床面積等

(A棟)

(B棟)

階 床面積 (∬ ) 主要用途 備考

l 約49∬ 山蔵 構造 :木造 (上蔵造り)

規模 :平屋建て

高さ :約 8m

合計 約43ゴ

3)施設建築敷地の設計の概要   .                  ・

イ.設計方針

地区計画により定められている通り、建物壁面のセットパックをするとともに、

遭路に画する位置に広場を設ける等L道路周辺にスペ‐スを確保し、歩行や都市

環境に配慮した計画とする。 1             1   ,

口,通路. _   i
地区計画で定められた建物壁面のセットパックにより、建物外周部に、歩道と

一体となった lmの歩道状空地を確保し、歩行者空間として整備する。

ハ.公共道路   |                    」

地区東側の都市計画導踏北船列星線 (幅員約 16m)と地区南側の都市計画道路

長浜駅室線 (幅員約 16れ)については、第 4種第 3級、設計速度 40k口Lの普通

道路として整備する。    ・              ・    ・

横断面構成としては;車線幅員3.Omを基本とし、単路部では1.5mの停車帯を

設ける。 ・                   ・       1
歩道は自転車歩行者道として位置づけ、建物のセットパックサ部を含めて幅員 e

m以上を確保する。北船列見線の西側り下部には標準幅員 1.5m、 最小でも 1.Om

以上の植樹帯を設ける。
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都市計画道路長浜駅宮司七条線 (幅員約 16m)と市道北船南北船北線 (幅員約

10m)については整備済であり、新設する道路が接続する交差点の形状を必要に

応じて改良する。                      い  。

二.広場     /                      ・

B棟の敷地内に、ィベント等の様々な活動に利用できる約200鷲の広場を設け、

歩行者や来訪者に開放する。

ホ.!有効空地率

加行地区面積に対する有効空地率は、約64%である。

4)公共施設の設計の概要

イ.公共施設調書

5)住宅建設の概要

(2)設計図

添付書類 (3)の通り。

5。 事業施行期間  i
(1)事業施行期間 (予定)

(2)建築工事期間 (予定)

平

平

自

自

成 27年 3月 ～至 平成 29年 3月

成 28年 3月 ～至 平成 29年 3月

種房lJ 名称 幅員 延長 備考

道路 幹線街路

都市計画道路 3・ 4・ 5号

長浜駅宮司七条線
16m 約 60m 整備済

都市計画道路 3,4・ 6号

長浜駅室線
16m 約 60m 既設市道の拡幅

都市計画道路 3・ 4・ 9号

北船列見線
161n 約 80m 既設市道の拡幅

その他
市道北船南北船1ヒ線

約 10m 約 80m
整備済 (長浜駅前

広場の一約

型 戸数 戸当たり平均専有床面積 所有形態

2LDK 2戸 約 70だ 区分所有
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6.資金計画

(1)

(2)支出金明細

単位 :百万

(単位 :百万円)

支出金収入金

257

237

11

1,203
４

４

ヽ
１

１

３

１

７

補助金

公共施設管理者負担金

保留床処分金等

２

０

５

９

２

５

５

４

４

２ 調査設計計画費

土地整備費

営繕費

補償費

工事費

事務費

借入金利子

合 計 3,467合計 3,467

総額

平成26年度 平成27年度 平成28年度

調査設計

計画費

事業計画作成費

地盤調査費

建築設計費

権利変換計画作成費

公共施設測量設計費

小計

71

27

83

61

15

257

71

4

58

45

15

193

23

12

1

36

13

15

28

土地整備費 除却費

整地費

小計

233

4

237 0

233

4

237 0

皆繕費 仮設店舗設置驚
小計

11

11 0

11

11 0

補償費 用地補償費

建物補償費

その他補償費

刑ヽ計

112

875

216

1,203

112

416

528

459

216

675 0

工事費 建築工事費

その他工事費

公共施設工事費

打ヽ計

1,448

72
1194

1,714

0

0

584

145

729

864

′72

49

985

事務費 34 7 17 10

借入金利子 11 1 4 6

合計 3,467 729 1.709 1.029
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(3)資金調達計画

(4)補助金算出根拠

(5)公共施設管理者負担金

(単位 :百万円)

(単位.:百万円)

(単位 :百万円)

ジ

総額 事業年度別計画

平成26年度 平成21年度 平成28年度

借入金 市中銀行 0 98 230 ▲   328

補助金 21592 441 1,299 852

管理者負担金 420 190 180 50

保留床処分金 455 0 0・ 455

合計 3,467 729 1.709 li029

総 額 事業年度別計画

平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度

事業費 補助金 事業費 補助金 事業費 補助金 事業費 補助金

調査設計

計画費

事業計画作成費

地盤調査費

建築設計費 i
権不f変換計画作成費

小計

71

19

83

61

234

48

13

55

40

156

71

4

58

45

178

48

3

381

30

119

15

12

1

28

10

8

1

19

13

15

28

8

10

18

土地

整備費

除却費

整地費

仮設店舗設置費

補償費

小計

227

2

4

2,014

2,247

204

2

4

1,813

2,023

359

359

322

322

227

2

4

1,005

1,238

204

2

4

905

1,115

650

650

586

586

共同施設

整備費 小計 459 413 0 0 184 165 275 248

2,940 2,592 536 441 1,451 1.299 953 852

事務費 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 2,940 2.592 586 441 1,451 1.299 953 852

総 額 事業年度別計画

平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度

項 目 事業費 負担金 事業費 負担金 事業費 負担金 事業費 負担金

調査設計

計画費

地盤調査費 `

公共施設測量設計費

小計

15

8

23

15

8

23

15

15

15

15

8

8

8

8 0 0

土地

整備費

除却費

整地費

補償費
‐

・・小計

6

1

195

202

6

1

195

202

175

175

175

175

6

1

19

26

6

1

19

26

1

1

1

1

公共施設本工事費 195 195 146 146 49 49

合計 420 420 190 190 180 180 50 50
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7.添付書類

(1)施行地区位置図

縮尺 :1/10,009

)

,

長浜駅策地区
第二穣市衛地再開発事業
施行区域 (約 0,6 ha)

Ⅲれ,|…

/

〕

ば溝

長
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(2)施行地区区域図

縮尺 :1′1,000

1}2

a12-2

805‐ 2

r

106-2

b10‐ 8

]8

520

く

ヽ

,

切ヒ 船
ユ10‐ 2

―

  ‐
]

2断

130‐2

39出311‐ 3

318-1

‖3‐S

l!B‐9

I〕 8‐3

20‐3
111‐5

108‐2

,09‐ 2

ヽ

110-1 ,

,田‐3
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ユ
〇
ユ

密 持

社会資本整備総合交付金交付要細

・・            平醇?2年  3月 26日 前  定
・        ・令和 4年  6月 15日 最終改正

第1 通則 )  .        , '   .
社会資本整備絡合交付金の交付に関しては、補駒金等ド係る予算の執行の適

正化に関する法律・(昭和30年法律第17a号:以下「道正化法Jと いうとう、

揮助金等に係る予算の勢行め適遭化に関する法律注待令 (昭和30年昇令第 2∫

SS号)、 目土交通省所管補助金等交付規則 (平成12午総理府・建rJヒ省令第
9'B・)その1との法令及び関連通知のほか、この要綱に定・めるところにより行う
ものとする。         ´

第2 目的   
・  1  .  '

社会資本整備総合交付金ば、地方公共団体等が行う社会資本の整備その14の

率組を支援するこ
|・

IIよ り、交通の安牟の確保とその二弩化、甚済基盤の強

化、生活環境の保全芍都市環携の改善及び口土の保全と開発並びに住生活の安
定の確保及び向上を回ることを目的とする。     .  ́ ・

第3 定協    と

― 社会資本整備総合変付金     .             .
.第 2に定める目的を進成するため第3に定めるところにより咄方公共団
体等が作成した社会資本の建需その他の取趣に阻する計画 (以下「社会費
本総合整傷,1面Jと いう。)に基づく事業ヌは事務 (以下「事業等J.と ぃ

う。)の実施に要する経費に充てるため、この要編に定めるところに従い

国おミ交付する交付金をとヽう。          ・         l
二

 寄電糀 事業等のうち、社会責ボね合整備計歯に記戦されたもの

(法律ヌは予算翻度に基づき別途国の負担ヌは補助を得て実施するものを

除く。)をいう。 `                  ・

三 要素事業   '  
・・      ~       ・

社会資本絶合整備計画に記載された個々の基幹事業、関連社会資本整備
事業芍効果甚漣事業又は社会資本整備円滑化地催 編i事業を,■ う。

日 ,交付金事業者

社会資本整備総合交付金の交付を受けて交付対象事業を実施する地方公

共団体鮮及び地方公共団体からその経費の一部に対して負担金の負担又は

補駒金の変付を受けて交付対象事業を実施する回体等をいう。

第4 交付対象                       。

社会資本整備総合交付金の交付対象は、地方公共団体等と子る。

第5 交付期間                           
‐

社会資本建億機合交付金を変付する期間は、社会資本総合整備計画ごと

に、社会責米整備鷲合交付金を受けて、菱付対象事業が実施される年度から

おおむねoか ら5年とする。 ・        .    i ・

第6 交付対象事葉     :              ・・

交村対象事業は、社会資本総合整備計画に記載された次に掲げる事業等と
し、基幹事業のう.ち いずれか一以上を含とものとする。4お、交付対象事業
の細目については附属第H癌において定めるものとする。

一 基幹事業     ‐

イ 社会資本整備総合交付金事業 (社会資本総合整備計画の日標を実現す
るために交付後事業者が集施する基幹的な事葉であつて、次に掲げる事

業をいう。以下同じ。)                  ・

① 遺路事業 (‐般国道、都道府県道又は市町村適の新設、改築若しく

.・は修紺に関する事業)

② 港湾事業 (港湾施設の建設ヌは改良に関する事業及びこれらの事業

.・ 以外の事業で港湾における汚泥その他公害の原因,と なる物質の堆嶺を
・ 排除するために行う事業、汚濁水の浄化その他の公害防止のために行

,事業)  .    .   .   1          ・

③ 河
"I事

業 (一級河川、二級河川又は準用河ЛIの改良に関する事業)

④ 砂防〒業 (砂防工事 [ご関する事つ

⑤ 地すべりす策事業 (国圭交通大臣が指定する地すべり防止区城等に '

,  おける地すべり防止ェ事に関する事業)          ・

・0 急傾斜地崩襲対策事業 (急傾斜地崩装防止工事に関する事業)・

.⑦ 下水道事業 (公共下水道、流域下水導ヌは都市下水路の弊置又は改

築に関する事業)             .
③ その他機合的な治水事業            ― ・

◎ ・海岸事業 (海岸保全施設の新縦ヌは改良に関する事業及び海岸環境

の整転に関する事業) ・            ´

⑪ 都市再生整備計画事業 (都市再生特別措置法 (平成i4年法停第2

2号。以下f都市再生法」という。)第 46条第■・項の都市再生整備

ヨ
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ｗ

ｌ
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計口 (以下単に「都市再生整編計画」という。)に基づく事業等)

① 店城連携事業 〔広城的地域活性化のための基盤整備に関する法律
(平成 19年法律第 52号。

・
以下『広城活性化法」という。)第 5条

第 1項の卒城的地域F伴化基盤整備針口 (以下 .「広城活性化計画」と
いう。)に基づく事業等)                .

⑫ 都市公画
す。緑地等事業 (都市公路の整備t歴史的風土の保存及び都

市における線地の保全に関する事業)   ・       1
0.市告地整備事業 (土地区画整理事業等の市街地め整備改善に関する
事業〕…           f  l    ・

①

事翼F水
票琉整偽守禁 (良

Ⅲ
な都市の水環舞

?保今
文曲 l出 に関する

0 地域住宅計画に基づく事業 (郎域における多様な活要に応した公的
費貸住宅等,整備等こと甲する特別措置法 (平成17年法律第79号.

以下『地域住宅法Jと いう。)第 6条第・l項の地域住宅計画 (以下単
に「地域住宅針画」生いう。・)に基づく事業等)

ギ 成 軽 撃 絶         1幕 ェ らしを
守るインフラ再構築ヌは生活空路の安全確保 :こ 資するものに限ろ。)の
実現 (以下「防災 。安全対策」 という。)のために変付金事業者が実施
する基幹的な事業であうて、次に掲げる事業をいうさ以下同じ。)
① 道踏事琴 (一般回道、都道府屎適又は市叶村遺の新「支、改巣i修縛
等に甲する事業のうち防災・安全舟策に係る事業に限ると)

② 港湾事業 (造湾鼈設め建設ヌは改良に関する事業及びこれらの事業
以外の事碁で港湾における汚泥その他公害のi原因となる物質め堆積を

警尊藁君;曽諄死f要蓋蜂覇温驚鰐 争

公
守
防|のた

tに
行

③ 河
",事

業 ,(―級河川、二級河,:I又は単用河Лlρ改良に関する事業)

④ 砂防事業 (砂防工事に関する事業)  ・

⑤ 地すべり対策事業 (回土交通大臣が指定する地すべり防止区城等に・
おける地すべり防止工事に関する事集)

③ 急傾斜地坤襲対策事業 (急傾斜地崩壊防止工事に関する事業)

⑦ 下水道事業 (公共下水道、流域下水道又は都市市水路の設置又は改
築に関する事業,う ち浸末対策その他の防災・安全対策に係る事業に
限る。)                ,   ・

③。その他捨合的な治水事業 (総合流域防災対策事業のうち統合河Л:票

境整備事準の要件に蕨当する河川換琉整研事業については、防災・安
・全対策に係る事業に限る。)…                 ・

. ◎ 海帯事業 (海岸保全瓶設の新設又は改良に関する事業及び海岸環境
の整備に関ずる事業Qう ,海岸環琉整爺事業及び海城静化対策事業に
ついては、防災 。安全対策に係る事業に限心ざ)
(⑩及び①については穴番).            ・

⑫ ・都市公園i緑地等事業 (地域防災計画等に位色づけられた都市′ム`固
の整備に関する事業その他の防災・安全対策に係る事界に限る。〕

iO.市街〕也整備事業 (土地区画整理事業等の市衡地の整備改善に関する
事業のうぢ都市防災推進事業 (市街地枚状化対策事業を除く。)°その
他の防災・安全対策に係る事業に限る。)         .

① 都市水馨琉整備事業 〔長好な都市の水環境の保全ヌは創出に由する
事業のうち、下水遭関連特定治水施設整備事業その他の防災。安全対
策に係る事業に限る。〕  

・   ・

0 地域住宅計画に基づく事業 (地域住宅計画に基づく事業等のうち防
・ 災・安全対策に係る事業に限る。)         '

①・住環擁整備事業 (良好な居住素筑お整備に関する事業のう
'ち

、市街
地再開発事業 (務集市街地の整備改善等市街地の防災性の向上に資す
るものに限るc)その他の防災・安全対策に係ち事業に限る。).

三 .照連事業    ・ .          .
社会貴本鋒合整崎計画の日篠を実現するため、基幹事業と主体的に実施

する次に掲げる事業等.  「

イ 関連社会資本整偽事業       ・

. 社会資本津谷登衛計画の'日 標を実現するため.基幹事業とと体的iこ 実
′施することが必要な社会資本整備重点計画法 (平成■5年法律第20

号)第 24第■項各号 (第 14号及び当族社会資本総合整鶴汁面に係る
基幹事業が該当する号を除くじ蓼下同じ。)に鴇げる事業 (各号 (第 2
号から第4号ま竜吸び第 6号を除く、:)に掲げる事業のうち附属第Ⅱ額
において定めるそれぞれ0奏幹事業としての交付対象要件を満たさない

.葛 の、維持に関する事業及びレクyェ_ションに関する施議の整備事業
を除く。)及び住宅確保要配慮者にすする賀貸住宅の供,.卜の促進に関す

よ る法律 (平成 19年法律第■12号)鈴.2条第二項各号に規定する公的
貿貸住宅あ整備に関する事業 (第 1号 〔′ム`営住宅法 (昭和26年法織第
193号)第 2条第2■に規定する公営住宅に限る。】下同じ。)から
第3号までに掲げる事業のうち附属第■編におぃて定める基幹事業とし
ての交付対象要件を満たさないものを除く。)

口 効果促進事業・               ・

社会舞本盈合整備計画の目標を実現するたゆ基幹事業とi体 ととって
その効果を一月高めるために必要な事業等 (次に掲げるものを除く。勤
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果促進事第に係る事業費の合計額 (都市再生法第47条の交付金、地域

住宅法第7条の変付々 ヌ単広城活性化法第19条の交付金として社会責
本整備総合交付金の麦付を受け、提案事業 (都市再生法第46条第 2項

第3号、地域住宅濃第 6条第グ項第 2号ヌは広城活性化法第 5条第 2項

第 3号の事業等をいう。)を実歯する場合には、当譲提案事業の事業費

も合計した額)は、社会資本総合整備計画ごとに。交付対象事業め全体

事業資の20/100を 目途とする。)        ・

① 交付金事業者の運営に必要な人件費、賃常料その他の経常的な経費
への売当を目的とする事業等

② 交付対象となる地方公共団体の区城を箸しく超えて運行される公共

交通機関に係る事業等

③ レタリエとションに関する施設の整縮事集

① 附属第肛旧第2章第2の農に定める事業等
ハ 社会茸本整傷円滑化地籍藍偏事業

社会資本構合駐偏計画の日領を実真するため、甚幹事業に先行し,ヌ
は併せて実施する国上調査法 (昭和28年法律第lBO号)第 6条の4

第 1項に規定する地籍調査であうて、社会資本整偏の円滑化に資するも

の         ・

第7 単年度交付限虞額

1 女付対象事業に対する毎年度の社会資本整備総合交付金の交付限度額 (以

下『撃年度交付限魔額Jと いうc)は、次に縄げる式により第出された額を

超えないものとする。

単年度交付限度額 (A+B+C+D)

ここで、A、 Bゞ C、 Dは、それぞれ

A:社会資本総合整縮研画に位置づけられた甚幹事業に係る当瞭年度の国費

算定の基礎額の合計額                   ―

B:社会資本総合整備計画に位置づけられた関連社会資本整備事業に係る当

麟年度の目費算定の基礎額の合針領        ・

C:社会資本構合整備計画に位置づけられた効果促進事業に係る当骸年度の

回費算定の基礎額の合計額

Di社会資本総合整備計画に位置づけられた社会質ホ整備円滑化地籍整備事

業に係る当族年度の国費算定の基礎額の合計額

であり革次に掲げる式より算出した額とする。また。財政法 (昭和 22年法

律第 34号)第 4条の規定に基づく公償対象経費に瞭当するものとする

(『東日本大震災がらの復興の基本方針J(平成23年 7月 29日東日本大震

災復興対策本部決定)に基づき実施するものを除く。)。 なお、単年度交付瞑

度額の算定に用いる交付対象事業ごとの目費算定の基礎額の算定方法につい

ては附属第肛幅において定めるものとする。

:

A=吾 (C.fA,)

A,:要素事業うの当球年置の事業費 (事務費は除く。以下同じ。)

αi:要素事業jに係る国費事

二:社会資本総合整備H=面単位巳づけられた基幹事業である要素事業の数

E=吾 (β

'XBj)
B二 :要素事業 ぅの当舷年度の事棄費      .
βユ:要素事業 うに係る国費寧 (国の負担又は補助について個別の法令等に

規定がある場合は,当 醸法令等に規定する負担の割合又は箱助の割

合丁それ以外の場合は 1/2志 ) ´

m:社会資本構合整備計口に位置づけられた関連社会資本整偏事業である

要素事業の敏

C=Σ
′由|

CI:要素事棄】の当該年虔の事業費

γj:要素事業iに係る国費串 (目の負担又は補助について個別の法令に規

定がある場合は、当瞭法令に規定する負担の割合又は補助の割合。そ

れ以外の場合は1/2∫ ただし、適路事業と一体となつて実描する場

合はこの限りではない。)

n:社会資本総合整傷書,面に位霞づけられた効果促進事業である要素事業

の数                ・

DE声 (ゅ iXDl)

Di:要素事業この当嵌年度の事業費

o,;要素事業 ,に係る国費串

p:社会資本総合整備計画に位置おけられた社会資本整備円滑化地節整備

(γ jXCi)
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事業である要素事業の数

2 社会資本整籠総合交付金の変付後、交付対象事業の進拶の状況により。第
9第 2項の規定を適用した結果、事業費の実績額に基づいて前項の規定によ

り算出される単年度女付限度領が、交付された金領と興なることとなったと

きは,交付された金額から事業資の実績額に基づいて算出される単年度交付

限度領を控除した額 (次項において F差額Jと いう。)は、社会資本総合整

鶴計画ごとに、次年度の単年度交付眼度額の算定において調整することがで

きる。

3 前項の規定による調整は、次年度の準年度交付限度額から差額を控除すら

ことにより行う。

4 地方公共団体が女付金事業者に対し.交付対象事業に要する経費の一部に
ついて負祖又は補助をする要素事業においては。当瞭手臼方公共団体が当腋交
付金事業者に対して負担又は補助をする費用 (事務費は除く。)の額の鶴囲
内の事業費に限り、前三項の規定を適用する。

・

第8 社会資本総合整衛計画の提出等          |
1 社会資本整傷総合交付金を充てて交付対象事業を実施 しようとする地方公

共団体等は、次の各号に梶げる事項を記載した社会資本絶合整籠計画を作成
し、当瞭附画を目土交通大臣に提出するものとする。
― 計画の名務

二 針画の目標

二 計画の期間                  ,
四 計画の日標を違成するために必要な交付対黎事業
玉 附画の期間における交付対象事業の全体事果費
六 老朽化対策を行う事集 (こ の要綱において.附属第Щ福において長寿命

化

'「

画の策定を変付対象要件としている基幹事業をいう。)が要素導素に

ある場合においては、当厳要素事業の実施対象施置における長寿命化計画
の策定状況              ´

.七 基幹事業 (関連社会資本整備事業のうちt社会資本整鶴重点計画法第2

条第 2項各号 (第 2号から第 4号まで及び第 6号を除く。)及び住宅確保

要配慮者に対する賛費住宅の供給の促進に関する法律第 2条第 1項第二号
から第 3号 までに掲げるものも含む.以下この号において同じ。)の費用

便益比 (なお、費用便益比を算出する基幹事業については附風第狙編にお
いて定めるものとする。)

八 交付対象事業等の効果の催握及び評価に関する事項

九 交付対象事業の執行状況に関する事項

十 その出必要な事項

2 社会資本総合整衛計野の作成に当たつては、次の各号に留意するものとす

る。                ・

― 計画の日標は、計画の加岡内における事業等の実造によつて実翼しよう

とする日標とすること

二 計画の日標の実現状況等を評価するための権標 (以下「評価福標Jと い

う.)が定盈的指標により適切に餃定されており、これにより交付対象事

業の目的がお切に表現されていること

三 計画の目綴及び評価指標あ設定内容に対して交付対象事業の構成が妻当

であるこど       ・          ・

四 交付対象事業は、一定の期間内に重点的、効果的かつ効率的に行われる

必要があると路められるものであること

五 交付対象事素は、早期に事業効果の現れるものであること

六 第 1項第 7号の規定により費用便益比を算出する基幹車業以外の事業
や、費用便益比のみでは事業の効果を適切に表現できない事業について、
その事業によつて期待される効果等を記載するよう努めること

3 目土交通大臣は、地方公共団体等から第1項の規定により社会資本総合整

信針画の提出を受けた場合にはゞ当該計画の内容を韓配し、受理するものと

する。               ~
4 前3項の規定は,社会資本構合整備計画を変更する場合に準用する。

第9 交付申請等                ・

l 地方公共団体等は,毎年度。社会資本総合整備計画に定められた変付対象

事業のうち当譲地方公共団体等が社会資本整佃総合交付金を充てて実範する

ものについて交付申請を行うものとす心と

2 国が負担ヌは櫛駒をしなければならない割合について個別の法令等に規定

されている場合を除き、要素事業に要する費用の協額について目費と地方資
の割合を定め、要素事業ごとの目費の割合を固定しないことができることと

する。

第10 社会資本総合整備計画の評価
1 地方公共団体等は、社会資本総合整備計画を作成したときは、tれをイン

タTネ タトの串:用にょり公表するもあとする。交任期間の終了時には、社会

資本構合整偏計画の日標の実現状況範とこついて評価を行い。.れをィンター

ネットの利用により公表するとともに、目土交通大臣に報告しなければなら
ない。また、必要に応じて、交付期間の中岡年度におぃても評価を行い、同

I



機に公表及び国土交通大臣への報告を行うものとする。
2 目土交通大臣は、前項の規定による報告を受けたときは、地方公共団体等

に対し〔必要な助言を行うことができる。

第 ll 指導監督交付金

回は、都道府県知事が行 う市町村 〔特別区を含むざ以下同じ。)に対する

指導監督事務に要する費用として電都道府県に対し指導監督交付金を変付す

ることができる。

第12 社会資本整個総合交付金の経理

交付金事業を皮ど第 11の指導監督交付金の交付を受ける都道府県は、回

の交付金について経理を明らかにする曖簿を作成し,交付期間の終了後 S年
岡保存しなければならない。

第 13 監督等

1 目上変逓木臣は都道府県に対し、日土交通大臣及び都道府県知事は市町村

に対し、都道府県知事又は市町村長は当鋏都道府県又は市町村が補助する交

付金■業者に対し,それぞれその施行する交付対象事業に関し,適正化法そ
の他の法令及びこの要綱の施行のため必要な限度において、報告若しくは賢

料の提出を求め、又はその施行する交付対象事業の促進を国るため、必要な

紬告、助言若しくは援助をすることができる。

2 回土交通大臣は都道府県に対し、国土交通大臣及び都道府県知事は市町村

に対し。都道庶県知事又は市町村長は当瞭都道府県又は市町柑が補助する交

付金事業者に対 し。それぞれその施行する交付対象事素にあき、社会資本整

編総合交付金の道正な執行を国る観点から監督上必要があるときは、その交

付対象事業を検査し、その結果違反の事実があると協めるときは,その逮民
を是正するため必要な限度において。必要な措置を購ず大きことを命ずらこ
とができる。          ・

第 14 その他

この要綱に定めるものめほか、社会資本盤甫総合交付金の変付に必要な事

項は、別に定める。

第二5 韓則
と この要綱の施行の際、現に国に提出されている第8第 1項各号の,1固事項
に相当する事項を含む計画で次に協げるもの

‐
(以下イ待定計画Jと いう。)

については、当旗計画の計画翔間に限り、その提出をもつて同項に規定する
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六
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八

社会資本盤合整備計画の提出とみなす。

緑地保全等事業計画

縁地環境整備事集計画

津波・高湧危機管理対策緊急事業,十画

海岸耐震対策緊急事業計画

社会資本整備に関する地方公共団体等に対する国土交通省所管の従前の補

助金や交付金により事業採択され、案麓してきた事業 (基幹事業に腋当する

ものに限る。以下「提前の補助事業等Jと いう。)であつて、平成 22年度

■韓続 して行おうとするもの (以下イ樺饒事業Jと いうと)の Jち、特定計

画に位置付けられた女付対象事業以外のものについては、平成 22年度予算

に限り、第 3第 1項に規定する社会資本総合整個計画を目に提出しない場合

であつても、従前の補助事業等に係る逓知、要綱等 (以下『日要細Jと い

うと)の内容や手捜きに準じて社会資本整備総合交付金を交付できるものと
する。
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附 則

(麓行期日)     一

二 この要綱は、平成 22年 4月 ■日から施行する。

(旧 要観の央勲)

2 旧要綱は、この要綱の施行の日に、そめ効力を失う。ただしⅢ地方公共団

体等以外の事業主体に対して行 う補助金等の交付に係る部分及び社会資本整

備総合交付金とは別に予算に計上した相駒金等に係る部分については、この

限りではない。                      .
(経過措置)         .

3 災害対策等緊急事業推進費取扱要領 (平威2七 年3月 31日付け国計田第
40号国土計画局長通知)の別表1及び別表2に定める災害対策等緊急事業

.推進費を使用して行う孝業t北海道特定地域連携事業推準費取扱雫領 (平成
20年 4月 1日付け園北参第 1-2号北海道局長題知)の別段に定め心北海

道特定地域連携事業推進費を使用して行う手集及び沖縄北部酒性イヒ特別鎮輿

対策特定開発事業推連費取扱要領 (平成 22年 7月 26日付け沖長第 383
号内田府沖縄振興局長通知)の別表に定める沖縄北部活性Tヒ特別振興汁策特

定囲舞事業推進費を使用して行 う事業については、旧要綱は、なおその効カ

を有する。

4 この要綱の麓行の際、現に日要綱に基づき行われている経続事業で平成 2

1年度以前の年度の歳出予算に係るものの実施については、旧要綱は、前項

の規定に力「かわらず、なおその蒻力を有する。

5 旧要綱に基づき国に提出され、又は目の承躍、同意等を受けた計画等は,

それぞれ相当するこの要綱に基づく針画等で、この要綱に基づき目に提出さ

れ、受理されたものとみなす。

C 第 2項の規定により.功力を失 う前の l日要綱の規定に基づくみなと霞興計画

に紀載された提案事桑は、要編本田第 0第 2B・ 口に規定する社会責本構合整

備「:画の日標を実現するため蓋幹事業と一体となつてその効果を高めるため

に必受な事業等とみなしてこの要綱を適用する。

1

附 則  (平成 22年 11月 26R付け国官会第 1630号 )

(施行期日)        、
この要綱は、平成 22年 11月 29日 から施行する。

附 則  (平成 23年 3月 31日 付目官会第2625号 )

(施行期日)

1 この要綱は、平成 23年 3月 3と 同から施行すると

附 則  (平成23年 1月 l口付け目宵会第2826号 )

(施行朗日)

1 この要綱は、平成 23年 4月 1日 から滝行する。

(趣過措霊)

2 要綱ホ癌第 6第 2号に規定する関連事業 (都道府県を女付対象とするもの

を除く。)であつて当瞭関連事業と一体的に実施するものとして社会資本総

合整備計画に寵載された基幹事業が地域自主戦略交付金を充てて実施するこ

ととなつたものについても、社会資本整編総合交付金を充てて実滝すること

ができるもあとする。.

3 要綱本福第 6第 2号口悟弧番の規定tlよ る効果促進事業に係る事業費の合

件額の全体事業費に占める割合の算定に当たつては、効果促進事業に係る事

業費については地域自主磯薦交付金の創段による変更前の社会資本格合整備

計画 (以下『変更前計画」という。)に記載された効果促進事業 (新たに地

域自主戦略交付金を充てて実施するものに限る。)に係る事業費を、全体事

業費については変更前計画に記載された事業 (新たに地域自主磯勝交付金を

充てて実施するものに限る。)に係る事業貴を、それぞれ含めることができ

るものとする。

附 則  .(平成 23年 7月 1日 付け国官会第873号)

(施行期日)

と この要綱は、平成 23年 7月 1日 から地行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行前に附属第Ⅱ癌第■輩第 16-(10)第 5第四号の規定

により土地・水質漂局長及び住宅局長が定めた事並びに晴属第Ш編第 1章第

16-(10)第 二第四号の規定により土地・水資源局長及び住宅局長が定

めた領については、改正後の要綱附属第は嗣第 1章第 16-(10)第 5第

四号及びH!属第肛編第 1翠第 16-(10)第 1第四号の規定により住宅局

長が定めたものとみなす。

附 則  (平成 23年 11月 ,1日 付け回害会第1964号 )

(施行翔日)   ・          ‐

この要綱は、平成 23年 11月 21日 から施行する。l

附 則  (平成23年 12月 27日 付け国官会第2239号 )

(施行朗日)

i この要綱は、平成 23年 12月 27日 から描行する。
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附 則  (平成24年 4月 6日 付け回官会第3283号 )

(造行期日)

この要綱は、平成 24年 4月 6日 から絶行する。

(経過措置)  ・

要綱本箱第 8第 2号に規定する関連事来 (都道府県スは地方自治法第二百

五十二条の十九第一項の指定都市を交付対象とするものを除く。)であつて

当旗関連事業と一体的に実施するもめとして社会資本総合盛備計画に翻載さ

れた基幹事業が地域自主戦略交付金又は沖縄振興公共投資交付金を充てて実

施することとなつたものにらぃても、社会資本整偏総合交付金を究てて実施

することができるものとする。

要綱本飼第 6第 2号口括孤書の規定による効果促進事業に係る事業資の合

計観の全体事業費に占める割合の算定に当たっては。鋤暴促進事業に係る事

業費については平成 24年度予算に係る地城自主戦略交付金の制度変更及び

沖縄霞東公共投資交付金の創殿による費更前の社会資本緯合整籠計画 (以下
『変更前計画Jと いう。)に陶載された効果促進事業 (新たに地域自主磯略

交付金又は沖縄振興公共投資交付金を充てて実施するものに限ると)に係る
事業資を、全体事業費については変更前計画に記様された事業 (新だに地域
自主戦略交付金又は沖縄振興公共社質交付金を売てて実施するものに限
る。)に係る事業費を。それぞれ合めることができるものとする。

靖 則  (平成 24年 12月 4日 付け囲官会第 2ガ 05号)

(施行期日)         ・ .
この要綱は、平成 24年 12月 4日 から施行する。

附 則  (平成25竿 2月 26日 付け国富会第2911号)      .
(施行朝日)

この要綱はこ平成25年 2月 26日から塩行する。        .
(経過措置)

要綱本編第6第一号口並びに同規定に係る附尉第二餌、第■綱及び第肛掘
の規定は、平成24年度の一般会βt補正予算 (第 1号)(以 下「平成 24年
度補正予算J.と いう。)に係る事業から適用する。

平成24年度補正予算を売てて案施する事果においてはゞ要綱本編第6第
一号に規'定する基幹事集又は同第二号に規定する関連事業が、平成 23年度

予算に係心地域自主戦略交付金の創設ヌは早成24竿皮予算に係る地域自主

戦略交付金の団皮変更に伴い、地域白主戦略交付金 読々てて実造するものと

されたもの (沖縄授輿公共投資交付金の交付対象事業を除く。)であちて

も、。これを変付対象事業とみなして社会資本整備総合交付金を充てて実施す

ることができる。この場合、交付対象事彙及び国資の算定方法については、

地域白主戦略交付金交付要綱 (平成 23年 4月 1日 付け国官会第2673号
国土交通事務次官通知)附属編に定めるところによるものとする。

4 前項の場合において、地域自主戦略交付金を売てて実施するものとされた

事業が現に社会資本構合整機計虜に霊載されていないときであつて。かつ、

社会資本総合整備計画に寵載することが著しく困難と隠められるときは、平

成 24年度補正予算を充てて実麓する事業を明らかにした事業実施計画を提

出することで、社会資本総合盛偏計画に記載されたものとみなして前項の規

定を適用することができるものとする。

5 要綱本歳第 6第生号口活弧書の規定による効果促進事業に係石事業資の合

計額の全体事業費に占める割合の算定に当たつては、要綱第 0第一号口に規

定する防災 。安全交付金事業の実施に係心変更に伴 う変更前及び変更後の社

会資本総合整伯叶面にt載された効果促進事業に係る事業費及び全体事業費

により算定することができる。

酷 則 ・ (平成25年 5月 15日 付け国官会第 297号 )

(施行期日)_
1‐ この要綱は、平成 25年 5月 iS日 から施行する。        .

(鼈城自主戦略交付金交付雰組の慶止)           。
2 魏壌自主戦略交付金交付要綱 (平成 23年 4月 l日 付け国官会第2673
号国と交通事務次官通知)は廃止する。

(経過措置)                           
・

3 この要編の施行日前の予算に係る事業については、なお従前の例による。

附 則  (平成26年 2月 6日 付け国官会第 288■号)

(施行期 日)

1 この要綱は、平成 26年 2月 6日 から施行する。

附 則  (平成28年 3月 28日付け回官会第3212号 )

(施行期日)

1 この要綱は、平成 26年 4月 1日 から施行する。   ・

附 則  (平成 26年 3月 1日 付け国宙会第698号 )

(施行朗口)

この要綱は、平成26隼 8月 1日 から施行する。

1

2

3
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附 則  (平成 26年 12月 24日付け回官会第 2249号 )

(施行期日)                ・

と この要綱は、平成 26年 12月 2■ 日から施行するc

附 則  (平成 27年 2月 3日 付け国官会第 270S号 )

(鼈
~何
期日).     ・

1 この要綱は1平成 27年 2月 3日 から施行する。

附 則  (平成 27年 4月 9日 付け目官会第99号)

(鼈行期日)

この要綱は、平成 27年 4月 9日 から施行する。ただし、この通知め施行

前に作成された整備計画については、平成 28年 3月 31日 までの間、要細

本編第 8第 1項第 6号及び第4項の規定に基づき当嵌整備計画の変更を行う

ことを要しない。        .

W監科野晋″
28年 4月 1日 付

|す

目官会第 4■ 97号 )

この要組は、平成 28年 4月 1日 から範行する。ただし、静下後の要編本

籟第 3第 1項第 7号及び第 9号に掲げる事項については、平成 29年 3月 3

1日 までの間 (第 7号に掲げる事項については、平成 28年度において費用

便益比を算出することができないやむ■得ない理由があるときは平成 30年
3月 31日 までの岡).整備計画に出職することを要しない。

附 則 
‐
(平成・28年 9月 1日 付け回官会第 1477・ 号)

(施行期日)

と この要綱は、平成 28年 9月 l日 から範行する。

附 則  (平成 28年 10月 7日 付け目富会第 1771号 )

(施行期日)

二 この要組は,平成 28年 10月 ll日 から範行する。

附 則  (平成 29年 3月 ,1日付け国官会第4354号 )

(施行期日)

と この要綱は、平成 29年 4月 1日 から施行するとただし,この通知の施

行の際現に国に提出されている社会資本総合整備計画に定められた関連社

会資本整備事業についての改正前の要綱本編第 6第 2号イ及び附風第 H
掘第2章第■ (2)口 の規車の適用にういては、当康計画の針画痢問内に

限り、なお従前の例による。

(経過措置)

2 「東日本大震災からの復興の基本方針J(平成 23年 7月 嘉日本大震災

復興対策本部決定)3(イ )又は (口 )に蕨当する復興事業等として実施

する適路事業の国費早については,改正後め附属第Ⅲ福第 1章イ第 1-
(1)表 1■ (■ )… 2、 附属第Ⅲ編第 1章口第 1-(■ )衰 ■― (1)
-2及び附属第Ⅲ福第 2奪第2(2)表 1-(1)-3に かかわらず、な

お従前の例による。

附 則 〈平成29年 4月 26日 付け国営会第347号)

(施行期日)

と この要綱は、平成29年 4月 26日 から鴬行する。

附 則  (平成 29年 6月 15日 付け国官会第 712号 )

(飽行期日)

と この要綱は、平成 29年 6月 1.5日 から施行する。

附 則  (平成 ,0年 3月 30日付け団富会第25号)

(飽行期日)

1 この要綱はこ平成 30年 4月 1日 から施行する。       ・

(廃止)

2 附則 (平成 29年 3月 31日 付け国官会第4354号 )第 2項は廃止す

る。           ,            t

附 則  (平成30年 7月 13日 付け国官会第 3・676号)

(造行期日)・

1 この要編は、平成30年 7月 15日 から施行する。

附 則  (平成 30年 10月 23日 付け回官会第■4448号 )

(施行朗,日 )        ‐

1 この要綱は、平成30年 10月 23日 から施行する。

附 則  (平成01年 2月 7日 付け自官会第 18571号 )

(施行期¬〕

1 この要綱は、平成 31年 2月 7日 から鼈行する。

工
〇
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附 則  (平成 31年 3月 20日付け国宵会第 22339号 )



(施行期日)

と この要細は、平成 91年 3月 20日 から施行する。

附 則  (平成 31年 3月 29口 付け回官会第24306号 )

(施行期日)                !
1 この要組は、平成 31年 4月 二日から協行する。

附 則  (令和元年 10月 9日付け回盲会第 18067号 )

(施行期日)

1 この要綱はヽ今和元年 iO月 9日 から施行する。

附 則  (令和 2年 3月 31日 付け国営会第29901号 )

(施行期日)i

l この要綱は,令和2年 4月 1日 から施行する。

附 :則  (令和 2年 9月 4日 付け国官会第 14940号 )

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年 9月 7日 から飽行する9た■し、附属第亜編第2

章第3(1)の 改正規定は、令和2年 9月 29日 から施行する。

附 則  (令和 3年 二月28日 付け国官会第 21238号 )

(施行期口)

1 この要綱は.令和 3年 二月 28.口 から施行する。

附 則  (令和 3竿 3月 3日 付け国官会第27233号 )

(鷺行期日)

1 この要組は、今和 3年 3月 3口 から描行する。

附 則  (令和3年 3月 30日付け目官会第28955号 )

(飽行期日)

と この要競は、令和3年 4月 1日 から由行する。
・

附 則  (令和 3年 7月 14日 付け国官会第 11620号 )

(施行期日)

と この要綱はこ令和 3年 7月 15日 から施行する。

(亀行期日)

1 この要綱は、令和 3年 8月 5日 から驚行する。

附 則  (令和 3年 12月 17日 付け目官会第 16066号 )

(歯行期日)

と この要綱は、今和 3年 12月 20日 から施行すると

附 則  (令和 4年 3月 31日 付け国盲会第 23929号 )

(施行翔日)

1 この要綱はこ令和4年 4月 1日 から監行する。

附 則  (令和4年 6月 15日付け目官会第7532号 )

(施行期日)

1 この要綱は、令和 4年 6月 17日 から施行する。

附 則  (令和 3年 3月 S日付け園富会第 12408号 )
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,ナント内装豊 1式 千 円 9/10 0

63.000

国費

県費
市書 GaC00
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男Utt B-4

滋賀県市衝地再開発事業補助金交付要綱

・ (趣  旨)         ・
.

第 1条  知事は、都市再開発法 (昭 和 44年法律第 38号。以,下 『法」 とい

・
う。)に 基づき市街地再開発事業を推進 し、土地の合理的かつ健全な高庫利

用 と都市機能の更新を図るため、市街地再開発事業の実施のため必要な市衛

地総合
・
再生基本計画、市街地再開発事業基本計画および市街地再開発事業推

進計画 (以 下「基本計画等」 という。 )を 作成す る市町村お よび市街地再開

発事業を施行す る市街地再開発組合等 (法 第 11条 の規定に
.よ り設立 された

市街地再開発組合および施行地区となるべき区域の宅地について 所有権また

は借地権を有するものの 3分 の,2以 上のものが参加 している市街地再開発準

｀
備組織をいう。以下「組合等」とい うと)に補助する市町村 に対 し、予算の

範囲内において補助金を交付する
・
ものとし、その交付に関しては滋・賀県補助

金等交付規則 (昭 和48年滋賀県,規則第9号D以下「規則
・
」という。)に 規

定 す るものの ほか、 この要網 の定め る とこ ろによ る。    ●

(定  義 )                        .

第 2条  この要組 にお い て次 の各号 に掲 げ る用語 め意幾 は、それ ぞれ 当該各 号

に定 め る ところに よる。 ・   .
・ (1)市 街 地再 B翻 発 事 業 … …法

・
第 2条 第 1号 に規 定す る事業

(2)施 設 建・築物 ……市街地 再 開発事業 に よつて建集 され る騨 集物 |

(補 助 対象事 業 等 )          .

第 3条  補助金の交付の対象 となる事業およひ補助率等は、別表 早定めるとこ

ろによる。          ・          `

(補助対象事業の施行計画の承認 )

第 4乗  補助金の交付の申請を しようとするものは、補助対象事業に係 る施行

計画を作成し、各年度 4月 f日 から3月 31日 までの間に実施が見込まれる

事業量を定め、なければならない。
・           .

2 補助金の交付の申請をしよ うとするものは、前項に規定する施行計画につ

いて、施行計画承認申講書 (別 記様式第 1号 )に 次の書類を番え知事に提出

デ
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し、あらか じめその.承 認 を得なければな らない。            .

添付書類     r             ,

施行計画承認調書 (別 記様式第 2号 )      ,

3 補助事業者は、前項に基づ く知事の承認 を得た後にその内容について変更

が生 じた場合 は、施行計画変更承再愁申請書 (別 記様式第 3号 )に 前項に準 じ

た書類 を訴え提出期 日までに知事に提出 し、その承認 を得なければな らない。

提出期 日… |・
・知事が別 に通知する 日        .        :

4 知事は、第 2項お よび前項に規定する施行計画承認の申請があつた ときは、

当該 申請に係 る書類 の審査および必要に応 して行 う現地調査等により、その

内容を審査 し、
・
補助事業 を実施す るにあた り適当であると認めた場合は、そ

の承認 を行 うこ とができる。

(補助金の交付の申請) :                ・

第 5条  補助金の交付・の申請 を しようとす るものは、前条第 2項 の規定に基づ

く施行計画承認の内容 (前 条第 3項 9規車に基づ_き 施行計画変界承認 を舎た

場合 はその内容 )に準 じて申請 を行 うもの とす る。ただ し、.知 事が特に認 あ

る場合はその限 りでない。      .    _

(交 付 申請書の添付書類)               ・

第 6条 規則第 3条 に規定する補助金交付 申請書の提 出期 日お よび添付書類 は、

次の とお りとす る。・       ・

(■ )・ 提出期 日……知.事 が別 に通知 する 日

(2)添付書類        ・      ■

ア 事業計画書 (別 記様式第 4号)―   ・

イ 交付 申論額 の算出方法.等 (別 記様式第 5｀ -1号 )     i'ヽ

ウ 国交付金交付 申請書 (添 付図書を含む。 )の 写 し

■ 予算議決書 (別 記様式第 6号 )

オ 施行計画承認 申請書 (変 更 申語 を行 つている場合は施行計画変更承

認 申請書.添付書類 を含む。)の 写 し        .  :

(3)補 助金の交付 を受けよ うとす る事業の国交付金の交付決 定を過年度す

でに受 けている場合 における添付書類   ・          .

ア 事業計画書 (別 記様式第 4号 )          '
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イ 交付 申請額の算出方法等 (別 記様式第 5-2号 )

ウ 施行計画変更承認 申請書 (添 付書類 を含む。)の 写 し
.

(交 付条件 )

第 7条  規則第 5条 に規定す る条件 は、次のとお りとす る。

(1)こ の事業について、次のいずれか に該 当する場合は、あ らか しめ知事

の承認 を受けることと ,

ア この事業の内容 を変更す る場合               I

イ 
・
この事業に要す る経費の配分 を変更す る場合

ウ この事業 を中止 し、または廃止する場合

(2)こ の事業が完了予定期 日までに完了 しない場合、またはこの事業の遂

行が困難 となつた場合は、速やかに知事 に報告 し、その相示 を受けるこ

と。

なお、 この事業が当骸年度末までに完了 しない場合は、速やかに知事

の承認 を得てて既交付決定額 を当該年度末の出来高.[こ 対す る事業費に係

る補助金額に変更す ること。

(3)こ の補
・
助金 について、当該地方公共団体の歳八歳出予算 における予算

科 目別の計上命額 を明 らかにす る調書を作成す ること。

(4)組 合等に対 し、この事業に係 る補助金 を交付す る場合 には、第 1号 お

よび第 2号 に準 した条件 を付 して当骸組合等 に対 し補助金 を交付す る旨

を通知す ること、お よび この事業が完了 した場合は、当該事業の成果が

変付決定の内容 に適合 しているか どうか調査 し、交付す● き補助金の額

を確定 し、補助金の額の確定通知 をす ること。

(申 請の取下げ )

第 B条  規則第 7条 に規定す る申請の取下げをす ることができる期 日は、補助

金 の交付の決定の通知 を受 けた 日か ら起算 して 15日 を経 過 した 日まで とす

る。 ただ し、知事が必要 と認 めた ときは、この期 日を変更す ることができる。

(補 助金の経理 )

第 9条  補助事業者は、県の補助金 について経理を明 らかにす る帳簿を作成 し、

保存 しておかなければな らない。

(事 業内容等の変更 )
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第 10条 補助事業者 は、次の各号に掲げる事業の内容の変更、または事業に

要す る経費の,配 分の変更を しようとす る場合には、事業内容変更承38申 請書

(別 記様式第 7号 )を 知事に提出 し、あ らか しめその承認 を受けなければな

らない。

(1)施設建築物 (共 同施設 を含む。)の 位置、形態の変更

(2)事 業 を施行す る区域の変更           ・

(3)補 助金の額 に変更を生ずる事業内容の変更

2 補助事業者は、前項の変更以外の変更を した場合においては、すみやかに

知事に報告 しなければな らない。

3 第 6条 の規定は第 1項 の変更について準用す る。

(事 業の廃止等 )

第 11条  補助事業者 は、補助金の交付決定後におい て事業 を中止 し、または

廃止 しよ うとす るときは、あ らか じめ知事の承認 を受 けなければな らない。

(実 績報告)      ・

第 12祭  規則第 12条 に規定する補助事業等実績報告書の提出期 日、お よび

・
添付書類 は、次の とお りとす る。

(1)提 出期 口……補助事業完了後 1か月以内または翌年度の 4月 10日 の

いずれか早い 日

(2)添 付書類                     ヽ

ア 事業実施状況調書 (別 記様式第 8号 )

イ 補助金精算調書 (別 記様式第 9号 )            ・

ウ 事業の成果 を示す図書 (写 真 を含む。)  ・

(補 助金の交付 )

第 19条  規則 第 15条 に規定す る補助金交付請求書の添付書類は、次のとお

りとする。

(1)補助事業実績報告書の写し

(2)額 の確 定通 知 書 の写 し

付則      .

Ⅲ
軍●1!行たり私`ミi・

Pヽ

1111・

司等 参ヽ考竹:を立孔な,44ム とヽと

この要綱は、昭和 49.年 1月 18日 か ら施行 し、
「
昭和 48年 度の補助金か

ら適用す る。
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男町紙  B工 5

⌒

0長浜市市街地再開発事業補助金交付要綱

平成21年 12月 10日告示第270・号 .

長浜市市街地再開発事業補助金交付要綱            .・  |・

(趣冒)

第 1条 この要網は、市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を

図るため、都市再開発法
・
(昭和14年法律第38号。以下「法Jという。)第 122条第 1項の規

定に基づき、第一種市宙地再開発事業を施行する者に対し、予算の範囲内で補助金を交付

することについて、長浜市補助金等交付規則 (平成二8年長浜市規則第36号。以下「規則J

という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)                            .
第2条 この要綱において補助対鎮者とは、次に掲げるものとする。ただし、都市再開殆法

施行令 (昭和襲年政令第232号)第4,7条の2に規定する者を除く。    ・

(1)法第 7条の9第 1項の規定により露可された個人施行者 (以下「個人Jと いう。)

(2)法第二二条第 1頂及び第 2項の規定により露可された市街地再開発組合 (以下「組合」

という。)            .  '   .
(3)市街地再開発事業の施行地区となるべ甍区域の宅地について所有権叉聴借地権を有

する者のうち3分の2以上が参加していな市街地再開発準奮組織 (以下「準備組織Jと

とヽう。)                              .・       .
(対象事業)  ・

第3条 補助金の変付対象となる事業は,社会資本整備患働合交付金交付要綱 (平成22年目官

会第2317号。以下『交付金要綱」という。)。 に定める対象要件に適合する第一種市街地再

開発事業で、市長が適当と露めるものとする。                 ・

(対象経費及び補助金の額)      ・     ・        ・

第4条 補助金の交付対象となる経費の電田及び算定方法は、交付金要綱に定めるとこ.ろ に

よる。                     ..・          ・

2 補助金の領は、前項に規定する経費の3分の2を上限とする。・       
・ ｀

(交付申請)                     ・

第5条 規則第4条第1項第4号に規定する市長が必要と認める書類は、本のとおうとする。

(1)個人にあっては規準又は規約、組合にあちては定駄、準備組織にあってはこれらに

代わる書類                    ・       ‐     .
(2)交付申請領の算出方法及び経費り配分を証する書類 (様式第 1号)

(3)。 その他参考轡鎮 .

(4)前各号に掲げるもののほか、準備組織にあっては、・施行地区となるべき区域の宅地

について所有権又は借地権を有する者のうち3分の2以上が参加していることを証する

書類        ・              ・

.(補助事秦の遂行状況の経告等)      ・・

第6条 補助金の交付決定を受けたもの (以下「補助事業者」という。)は、年度の各四半

期 (第 4四半期を除く。)ごとに、当骸期間経過後、速やかに補助事業の遂行状況 (様式
.第 2号)を市長に報告しなければならない。

,

八
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(経資の配分の変更).

第7条 補助事業者は、第4条第1項に規定する項目の間で経費の配分の変更を行う場合撃、

経費の配分変更承認申請書 (緯式第3号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(事業内容の変更)    ・

第B条 補助事業の内容に次の各号に掲げる変更が生じた場合は、速やかに当骸各号に定め

る書類を市長に提出しなければならない。

(1)対象経費総額の変更が伴う事業内容の変更の場合 補助金交付変更申講書 (規則様

式第1号)

(2)対象経費総額り変更が伴わない事業内容の変更の場合 事業内容変更承認申請密

(様式第4号 )

(3)交付決定通知書に付された期日までに事業が完了しない場合 完了期日変更報告書

(様式第5号 )・             ・              ・

(4)事業を中止又は廃止する場合 事業中止 (廃と,承認事請書 (機武第6零)  .
(実績報告)             ・            ・

第9条 規即第14条第1壌Ⅲ規定する市長が別に定める書類は、次のとおりとする。

(1)補助事業の成果を示す書類 (様式第7号)

(2)・ 補助金精算調書
・
(報式第8号)・

(3)補助金受入調書 (様式第9号 )!・
         ・

(4)残存物件調書 (様本第:0号)                  .    .
(5)事業実施状況密 (様式第H号) ・        ・    ・

(6)図面 (補助金変付申鯖の際、添付した図面を準用する。)。

(7)事業完了写真          ・        ・       .
(8)その他参考魯鋼 ・     .                    ・

(極算払)               .          ―

第10条 市長は、補助事業者の資金計画に合理的な理由があり、かつ、補助金の交付の目的

.を違成するために必要であると露めるときは、概算払により、補助金を数回に分けて支払

うことができる。

(経理等)                       ・ ■・

第11条・補助事業者は、当骸補助事業に係る経費の収支を明らかにする機簿を作成し、当該

補助事業完了後5年間保存しなければならないと

2 補助事業者は、補助事業等における残存物件の取扱いについて (昭和34年建設省事務決

官通逮発会第74号)に規定する籠品を購入した場合は、台張を作成し、当該備品の名称Ⅲ

購入年月日、数量、価格、購入先等を明らかにしせおかなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に車めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附 則

この要綱は、平成24年 二2月 10日 から施行する。                 .

ハ

)ハ
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別紙  B-6

長浜市告示 185号

長浜市市街地再開発事業推進補助金交付要網を次のように定める。

平成 27年 7月 1日

長浜市長 藤井 勇治

長浜市市街地再開発事業推進補助金交付要綱

(趣旨)

第 1条 この要綱は、長浜駅周辺地区における市街地再開発事業の円滑な実施を図るため、
別に定める長浜市市街地再開発事業補助企交付要綱(平成24年長浜市告示第279号。以
下「再開葬事業補助金交付要編」というざ)に基づく補助金のほかに、都市再開発法

°
(贈

ヨ  群鉾 駕
璃 翔 矯 解 違

)に規定するもののほか、必要な事項を定め
るものとする。
(補助対象者)                       ・

第2条 補助の対象とする事業者は、法第11条第1項及び第2項の規定により'認可され
た市街地再開発組合 (以下「組合」という。)とする。

・  |
(補助対象事業)        

・
・          ・     .

第 3条 補助金の対象となる事業は、再開発事業補助金交付要綱に基づく交付決定を受け
た第∵種市街地再開発事業で、市長が適当と認めるものとする。

・

(補助対象経費等)  .        _
第4条 補助金の対象となる経費は、再開発事業補助金交付要綱第4条第1項に規定する
経費のうち組合負担に係る経費とする。
2 補助金の額は、定額とする。

(交付申請)

第5条 規則第4条第1項第4号に規定する市長が必要と認める書類は、次のとおりとす
る。              ・  ・              ・

(1)再開発事業補助金交付決定通知書の写し ,・
・           .

(2)補助対象経費の内訳がわかる書類
(実績報告)            ｀

第6条 規則第14条第1項に規定する市長が別に定める書類は、次のとおりとする。1

(1)ユ反・支決算書

(2)請求書又は領収書の写し                 ,
(概算払)         ,                       '

第7条 市長は、組合の資金計画に合理的な理由があり、かつ、補助金の交付の目的を達
成するために必要であると認めるときは、親陣払により、補助金を数回に分けて支払う
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ことができる。           . ・
         ■

(その他)  °  .  ・

第 8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
・

附 則

(施鷲薄切日) ・       ・                :
1 この要洋岡は、平成27年 7月 ■日から施行する。`

t(告
示の失効)                     '

2 この票綱は、平成29年 3月 31日限り、その効力を失う。 十

1・

180



別紙  B-7

金額 (千耐単価 補助率項 目 鯉

lα3861■ lα986年円 10/10公共施設副量設計費
10/10 8.000支1ヒ財題査魯 1式 ■000千円

lBttaG

調査設計

計画費
′lヽ櫛

10/10 5.261建築物除知豊 1式 岳261千円
10/10 59競 1黄 39千円

5.320

土地

整備費
れ、舌卜の

2■43a_ 27_433千周 10/1用地補償豊(残留分〕 ' 1式

90.350ea330千円 ■0/10用地補償費(転出分) 1武
10/10 01式 千 円上記相当利息分
10/10 3α090亀

―
甍〔残留分) . 1貧 割附90司F円  _

10/11 生097建物補償費臨 出分) 1戯 4ω7千円
00千円 10/10上記福当利息分 1式

10/10 61.342題損補信を 1貧 61.342司卜円

0

222312

補償費

′Jヽ1‖《功
10/10 123271滋蕗 1_重 12&271千円

0

12&271

公共施設
工事費

′1ヽ1酎ゼめ
3■289小計 (1)～0

与色喜務を 千 岡

374289

168湘 0

205:839

補助率 補助金領 (千円)項目 抵 単価

10/10 25.002公共施設殿ヨ.卜をCウキ) 1童 2田脱 千円

・
・・

1■77a千円 JO/10 1■778用地補償奎 (残留分〕 1式
10/10 173.47017餌70千円デッキエ事費 1式
10/10 14915肋 トパータこその他ヨ 1黄 1■91S千円

28_lSG

_22駐 16g
県費
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男Utt B-8

【施設建集物の一部等又は施設建築物の価額の確定】

※本事業では比較的従前資産額の小さい権利者の生活再建に配慮して権

利
・
変換計歯が定あられていることから上記価額には〒部時価と原価と

の 間 に バ ラ ツ キ が 見 られ る もの の 、 全体 として時価 が原価 を上回 ?て い る

ことが應器できる.                      ・
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別紙  C-1

えきまち長浜株式会社の概要

令和 5年 3月 1日 現在

商号 :え きまち長浜株式会社                   ・

本店 :長浜市北船町 3番 24号
会社設立年月日 :平成 26年 9月 26日
目的 :当 会社は、 Jk長浜駅周迪において次の事業を営むことを目的とする。

1  市街地め整備改善のための事業

2  都市福利施設整備事業             |
也  住宅供給及び居住環境向上のための事業

4  商業活性化のための事業    :
5  公共交通機関の利用者の利便増進事業   l
6  まちづくりに関する情報の収集、処理、提供

7 `イ ベントの企画、運営

8  土地、建物の有効利用に関する企画、調査、設計    ｀

9  不動産の賃貸、処理、保有、運用    i
10 駐車場、駐輸場、観光案内所、物品販売店、飲食店、その他地域

:  活性化に必要な施設の運営

11 建築物及び付属設備の掃除、保守、点検

12 動産リマス、古物の販売

13 広告、宣伝、出版に関する業務

14 前各号に付帯関連する二切の業務

資本金の額 :4950万 円

発行済株式数 普通株式   59株 (う ち28株を長浜市が保有)

‐
甲種種類株式 40株 (全部長浜市Iが保有)

(甲 種種類株式は取締役・監査役選任について議決権なし。

残余財産分配時は 1株あた り50万 円が優先的に支払わ
i        れ、これ以外に支払はなヽ 。ヽ平成 40年 4月 1日 以降、 1

1     
株あたり50万円で会社に買取を請求できる。)

※ 長浜市ρ保有杵率      |        :
■  普通株式の47,4%        ●

発行済全株式の68.7%
取締役 :7第 (う ち、常勤 2名 )

監査役 :2名
代表取締役社長  米澤辰雄  (元長浜市総務部長)     .
代表取締役副社長 町井義秀 、

従業員数 :2名 (部長 1名 、マネ‐ジヤー 1名 )

T

185



186



◎状調報告
1階

p

ユ
∞
刊

3・ 4階

t' ヴ織 Ⅲlす

せ1

韓

亀

201

【物販・サービ
ス】

リーシングに関する報告

103【敏衰】

101-lr物販・サtス】

104〔物厳・サービス】

2・ M3機

よ:|ヽ
:、 ぃ

21,84坪

22,73無

10.61蝉

23,72蝉

7219耐

7515軒f

35,091ゞ

86.02nド

サービス・物販

サービス・物飯

飲食

サービス・物顕

101-1

104

108

201

遭

誌

　

ｏ
ｌ

中



∞
∞
ｒ



資金計画の推移

【長浜駅東地区市街地再開発揮合】

【え:きまち長浜仰】

月∬紙  c-3

片ュη。す.五升  ‐
・

.・み管役食駒T

百万

J

の
　
　
一切

r

.現在
,(H2a.5)

組合設立

(H27, 3・ )

着工時点
(H2813)

268調査設計計画費 257 269

工地整備費 234248 229

補償費 1丁 203 1,053059

建築工事費 1=520 1 446 lヽ,548

309公共施設工事贅 t94 361

事務費 34 1358

2借入金利子 11 2

1支出

計 3,467 3,423 3,432

再開発事業費補助 : ・2,592 2,?43 4319

公共施設管理者負担金 420 640 595

市補助金 0 63  ヽ  63

雑収入 0 0 .2

保留床処分金 455 477 453

収 入

計 3,467 3:423 3.432

組台設立
(H27. 3)

着工時点

(H28. 3)
現在

・
(H29, 5)

自己資本 (現金), 197 179 100

叩NTO機構からの出奇 , 0 235 0

経済産業省補助 3σσ 、100 0

市補助金 45 71 88

市借入 0 0 知 0

金融機関借八 61 193 360

1資金調達

計 702 778 743

自主内拳工事 (B、 C工事メ等 102 133
５

・

ｎ
コ

テナン ト誘rttcェ事等 77 1ね 096

開業準備 47

保留床購入 455 477 461

コンサルタント委託料 20 25 39

資金需要

計 702 778 743
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別紙  C-4

雫威盈▽年度

腸―トプ
四 題
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中心市街地再興戦略事業費補助金

1.事業概要・目的

○「日本再興戦略」に掲げる民間投資の喚起を軸とする中心市衝地活性化を実現するために、中心市街
地活性化法に基づいて以下のような支援を行います。

O地域経済において重要な役割を果たす中心市衛地について、事業を絞つて重点的に支援を行とヽます。
具体的には地元住民や自治体等による強いコミットがあり、当該中心市衛地だけではなく、周辺地域
′の経済活力を向上させる波及効果の高い民間プロジェクト (商業施設等の整備)を支援します。

Oまた、地域の拠点となるにら、さわしい魅力ある中心市衛地の形成を図るための調査、専F日入材活用等

を支援します。

2.対象者

民間事業者、まちづくり会社(※ )、 商店衛振興組合、NPO法人 等       ,
(※ )自 治体、商工会議所等の出資を受け、法人格を有し定款等により代表者、財産管理方法、まちづくりに関
連する事業を目的としていること等について確認できること

3.支援内容

中心市街地活性化法に基づき内閣総理大臣の認定を受けた南町村等において、民間事業者等が実施する取

り組みを支援。

■調査事業

対象事業:ニーズ調査.マーケット調査、機能状況調査 等

補助額 :上限 1,000万 円、下限 100万 円

補助率:2/3

■専F弓 人材活用支援事業

対象事業:タウンマネージャー等のまちづくりに関して専門的な知見を有する人材の招鵜 等

補助額 :上限 1,000万 円、下「良100万円

補助率 :2/3

■先導的・実証的事業

対象事業 :施設整備事業(ハード事業)、 施設整備以外の事業 (ソフト事業)

補助額 :(施設整備事業)上限 2億円(4億円※)、 下限 100万 円

(施設整備事業以外)上限 2億円、下限 100万 円

※経済産業大臣需定を受けた特定民間中心市衛地経済活力向上事業計画に基づく事業については、

上限額を引き上Iずます。

【平成27年度予算】

600百万円

E 民間事業者

まちづくり会社 等孝甫助 (2/3)
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中心市錯地活性化

基本計画

申講

基本計画の

実施とこつい

為

基本計画策

定の除に意

見

中
認定

事例)、

農産物直売所やスーペエアショップ、ス

イーツカフェ等、住民や観光客等の二一

ズに対応できる複合集客施設と大型駐

車場を整備する事業

193
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男可紙  C-5

輯2022/12/27 14:57 現在の情報です9

受響侵暑乗覇蓬馨埋泉蓑≧4号

会社法人等番号 1600-01-020062

商 号 えきまち不動産管理株式会社

本 店 滋賀県長浜市北船町 3番 24号

公告をする方法 官報に掲載して行う。

会社成立の年月日 平成 29年 3月 1日

目 的 1,長浜駅東地区第‐種市街地再開発事業に

::尋尋雪繕諾警藷亀寧署上弼房事業

より整備される建築物等の売買・

発行可能株式総数 1000株

訴磯議鐵 発行済株式の総数
1株

各種馨篭譲皇数1株

資本金の額 金 50万円

500
5

( るとき

Vヽ

つ

(2)

(3)
(4)

(5)

ては、 1 の

Vヽ。
る場

(6) に
をる

る

を

＞

騎季客鑽蓬
制
T年 嵩含畿需森雲み象筆番婆事ごF譲渡

制限株式とし、当会社の株式を譲渡するに

役員に関する事項 取締役 町 井 義 秀

取締役 草  野  勉

取締役 前 田 三 津 子

滋賀県大津市竜が丘 11番 22-508号
代表取締役   町 井 畿 秀

時巷役 中  塚

夢書省8蓬霰8窪露慕含啓
に
守
するものに限定

取締役会設置会社
に関する事項

取締役会設置会社

麟 晏会社
に 時査役設置会社
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登記記録に
事項

関する 設立

*下線のあるものは抹消事項であることを示す甲

平成 29年 3月  1日登記
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提 内
′・

・  ・ ,・ ・
: . 

・ 下 .・
・

ャ .・

 ・
 . ｀    |・

   
・

.・   ・・・
第ぢ期長浜市中心市街地活性化基本計画

‐
(平成?6年五月.短平成ご1年 3〕

・
|までの5年間)・が現在、最終年度を迎えるな示 1・当特別委員会は、長浜駅東地区.・              ・

1事業を中心に調査を行ら ,整備、1旧庁舎跡地整備及び長浜駅北地.区整備の三うの

て言1子 |の調査賭果内容 踏々事え
壬ii券?ltり1提

青する。
~・   上 …

1 ミ涙駅東地区整備に歯わなもρt,ついて

容言

令

:・
ら

l嗣 ・‐…■イ
縫途鶏  t穂。.鵬 Aモぁ示上ぇき,妾ち長長

.、

・
鏡   製窪fi.T,デ .・ _lr i■ ・

i
0.え吉事脅長氏i(費・の経営改善を図.り 、希I遷褥駅束地区第‐種市街地再開

ること。

③ えきまちテ ス と便宜を図るためざ本.きな課題となつ

て し に募めること。
④ ネ再済の事1用者を増やすたb い公共賓題井えきまちテラ :こ、

・アクセス与やす
・
ツ・トワ―クを整備することざ:

⑤ iき事,〒ラス長琴氏の誘答奢促造じ―甲を性を高めるため、・中心市街地の

⑥ 住民や若い人たちあ意見を点

②・ 卜としつうも駅周辺や市衡地・
:に

居住する筒齢者の最―ズに応える視点を葛πずt 特色をもつた専門的かう
'

潔い品ぞち塊に努おおとと..

°③公共歩廊で執静や音楽・ 文化 ご芸術活動を行う4・
ど、.帝は翼魂可能な浩湾窯

検́討する.こ 争。

'景
渫撫東率区ほJ.良北陸内線長浜駅の駅前に位置し、

大蝉瑯業施設の著酒化が推と|と|に、獨適そ注ゞ .≧き

地め点在等が課題とならていた。そめため〔えき言ちアラス舜派建設などの市街出藤

開発事業に取η組ま■、そ?一環として、都岬 蜘 々
と
管的牛整備す

ることにより、まちの玄関白にふさわしいにぎわいと活力のある駅前空間となるよう

な穂 で

【藤 割
つ地区の 心的中 あ だ

ど隔 ∬用地や青空駐車場な
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別紙 c-7①
諸願の趣旨

昨年 7月 にグランドオエプンした |え きま,長浜株式会社」 どのテォント契約をした各
テナント出店舗は、オ■プン前の説明と、現在置かれてぃる状況が、あま りにも条件が違
うことに困惑しております。

本来、長浜市民の集える憩いあ場にすることはもちろんのこと、新たな観光客誘致や長
浜市の顔となる施設を目指すはずが、運営会社、及び直営店舗は、「子育て世代や近隣市民
をターゲットにした誘客で止まうております。

Aさ
らに、ペデストリァンデンキエ事でメインのハリロはほ|々 ど使用できない状態であち

たことや、施設の宣伝、広害も少ないため、長浜市民への認知度が低く、何の施設か分か
らないとり声が多いのが現状です。         

・           ｀

再三の支援で集客を期待しておりましたが、ぃまFに期待外れであり、テナントが各自
で販売促進活動を行っている状態で丸

今後、|いに黒壁周辺ての再開発事業により
,、

長浜市の中心市街地へ9お客様が減少す
るのではなぃかとの不安でい,ぱいです。      1       .  、

そこで、テォントが主体となった販促部を設置し、議会の協力めもと、「えきまちテラス
長浜Jを盛り上げるべく、議会のタイミングに合わせて、下記の通 リテナントをとりまく
環境改善を求めるもので丸 i              _
なおこうした、環境改善の見込みがない場合、私たちテナントは、撤退する覚悟をもち'

て陳情するものであることを申し添えま丸             …

記

1.店舗案内のノヽ°シフレット、観光客にアピールできる大きな看板め設置、専用駐車場の確
保をお願いしたい。

2.えきまうテラスのテナントも観光協会の一鼻として認めていただき販売物を案内所に
一緒に提示できるようにしていただきたぃと     ・

3.追加支援は、各テナントの販売促進等にどう活かされているのかを説明していただきた
い 。・                                  

・   '                        .               .      ,

4.今後どのような施設を目指し、どれくらいの集客を目指すのかを、テチントも変えて協
議し、「年間行動計画書Jを作成していただきたい。       i

& 共有スポースについては、各テナントも共益費を支払っているのに、同意なく物販プー
スやヤシオージチ千アが設置され、各アナントが分かり辛くなっている。
看板等の設置許可が各チナントに工って下り■り十り基かったりで、指鰤影レエルが不明 ,

確なので、直営店と各テナントが同じ基準で設置できる、明確な設置″‐ルを設定して
いただきたい。         ..           「

0
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G.テナント賃料、契約内容、共益費の支出内訳の公表・見直し、交渉機会を与えていただ

きたい。供益費や、電気料金など、不透明な部分が多いです。)

7.施設のメインであったイベントスペースが、テナントの了承なく、運営会社の独断でそ

常設のダーパセンターに改装されてしまい、ァォントロ体のイベントが出来なくなつて
いる.共有スペー女を改装、変更する際は、必ず各テナントに説明の上、了承を得てか

'ら
行つていただきたい。              、

8.ヽ 資材搬入口ゅシャッターが常時閉鎖され資材等の搬スが自由に出来ない。また、コミ捨

て場、トイィ等の衛生面や管理が不十分であり、不衛生な状況が続いている現状を改善
していただきたい。           _               |

9,今アオンLが甲警||メ
ニューや商品が直営店でも類似|と南

・ った。               ' ‐

10.「えきまち長浜」の経営障の中にテナント代表者を加えていただきたい。

1■ 各テナントが集まり、えきまち会社との会議を実施し、販売促進の提案や要望をつたえ

ても回答が得られなぃ。他府県からの観光客を呼び込むため、ゃるぶや案内板のデザィ
ン、設置個所をみんなで検討、要望しても独断で決定されており、テナントは家賃収入
の一つとしてしか考えていない様で、みんなて知落と汗をかいてお互いに盛り上げてい

こうとの考えがない。各テナント、直営店舗、運営会社が一つになって、「えきまちテ

ラス長浜」を盛り上げていきたい。

以上

|け
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別紙 C-7②

文書にて正式な回答をお願いしたい項目

先日、えきまち株式会社から回答を頂きましたが丁口頭での回答であわたた

めゞ不明確な部分が多々わりましたので、下記の内容を文書にそ回答をして頂
きますようtお願い申し上げます。          |

1.子供支援に使われたという支援金は最終的にいくら支払われて、
'どのように使

われたのかの詳細な内訳・明細書の開示。    1

2.共益費の支出内訳 '明細書の開示。オープンから今まで、毎月どのように使わ

れているのか。

3。えきまち株式会社からではなく、電力会社からのテナントごとの毎月の電気代

の明細書の開示。       ・・

4.会議で副市長が発言をされた、看板等販売物の設置は各店の判断でよいという

のは、えきまちとしての正式な回答なの力、 ;  i

5。えきまちの権限の所在の一覧と

■記ρ内容の甲答書を 10月 24日 (水)17時までに提出をお願い します。

平成 30年 10月  日

テナント会一同
｀
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別紙 c-7③

回答書

1 子供支援に使われたという支援金は最終的にいくら支払われて、どのよう

に使われたのかの詳細な内訳、明細書の開示          ｀

【回答】

今年度の市からの「長浜駅周辺エリア官民連携賑わいのまちづぐり推進業務
・
負担金」については、当社が都市再生推進法人として担うべき、公共的な取り組

みに対する支援を目的ときれており、現在、様々な事業を継続的に実施している

ところです。          i          .
市からの負担金については、当社の公的な業務に対するもので、詳細な内訳等

を第三者に開示する性格のものではありませんが、主な使途としまして、賑わい

の創出を目的とするイベントの開催 (オープ■レグィベント、イルミネーショ:ン

等)、 周辺駐車場対策 (1時間完全無料化)、 アドリウムに設置したレストスペー

スや無料で子供たちが遊べるキンズヲンィド等の公共空間整備、歩行者通行量調
十査や誘導サインの設置等に活用しており、全体事業の完了は平成31年 3月 を

予てしています。                         ′

2 共益費の支出内訳、明細書の開示。オープンから今まで、毎月どのように使

われているの力ち            '

【回答】     !
えぎまぢテラス長浜の施設管理につきましては、建物のオエチ●で構成され

るえきまちテラス管理組合 (以下「組合」といいます。)が行つておりまして、

当社は、第3者管理方式という運営方法に基づき、組合から施設管理業務を受託

しています。                        ・

毎月の共益費 (管理費)は、当社が施設管理の受託者としてテナント様から徴

収し、組合の総会で承認された予算で定める管理費 (共益費)を組合に支払つて

います。組合の会計年度が、毎年 1月 から12月 であることから、現状において

は1年を通しての決算がくくれておらず、明細書の開示はできかねますが、組合

において決算及びテナント様への明紳の開示を承認いただいた後にお示しした

いと考えております。    、

なお、組合に対して毎月支払つている管理費及び使途は下記のとおりとなり

ます。

<支払い管理費 (組合予算額)>
月額 1,531,560円 (年額 18,378,720円 )
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<費用項目>             ●

(1)管理委託費     |
①施設全体の管理責任者としての運営管理費  ´

②エレベィタ‐、エスカレータ等の設備維持管理費

③環境衛生管理業務

④館内清掃費

… ⑤夜間等警備費 ,       1
(2)光熱水費

(3)施設損害保険料             :
(4)ト イレジトペエパー等の消耗品  !
(5)事務費、雑費   i     :
(6)修繕費 (ト イレ請まり等)   i
(7)予備費 (階段、.壁面等の清掃等、臨時的な費用)

3 えきまち株式会社からではなく、電力会社からテナントごとの毎月の電気

代の明細書の開示  l

【回答】  、                            ザ

電気につきましては、組合と電力会社とで契約を締結されておりまして、「2」

での回答と同様に、当社が施設管理の受託者として徴収業務を代行させていた

だいております。・            ド

毎月の電気代は、電力会社から施設全体にかかった総額の請求が組合あてに

ありまして、テナントごとの明細の記載がありません。当社から請求させていた

だいているテナントごとの電気代は、・テナントごとに設置している個別メエタ
この数値 (毎月の使用量)に、従量B(※印).の単価を掛けて算出しています。

なお、テナントごとの電気使用量等の明細については、個人情報ですので、各

テナント様に対して個々に開示いたします。

※lKw当 たり、120K帯 まで17.59円 、300Kwまで2o.82円、300Kw以上23177円

・*平成 30年 1月 以降の施設全体にかかる関西電力からの請求額は下記のとお

りです。

1月  1,777,208円  ・・    .
2月  1,906,734円
3月  2,040,818円     `
!4月 .1,487,165円                        ｀
15月

 1,177,767.円                            .
・
6月  1,385,067円  、 ・

7月 ・1,528,797円    ' r
8月  1,983,784円

9月  2,287,867円       |                ,      I

ID
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*前月利用分が翌月に請求 (9月 の請求額は主に8月使用分)

*毎月ガ3日 ～22日 の使用量で算出

4 会議で副市長が発言された、看板等販売物の設置は各店の判断でよ・いとい

うのは、えきまち としての正式な回答なのか。

【回答】                        :    、

看板等の設置に関しましては、現状では組合が策定した管理規約にゃいて、詳

細なルールが定められております。             ｀

ご指摘の発言はあくまで「個人的には」を前置きしたものでありますが、改め

て当社 (えきまち長浜俯)の考えを申しあげますと、えきまちテラスのイメージ

はもとより、テナント相互のイメージや営業を損なうものでなければ、各テナン

トの常識的な判断に任せてもいいのではないかと考えておりますと今後につい

ては、魅力ある駅前空間の創出を前据に、みなさまと施設運用のあり方を相談し、

必要な改善案を組合に対しまして提案していきたいと考えております。

5 えきまちの権限の所在の一覧

【回答】                           
‐

あくまで当社の内部機密規定でありますので公開は彬ヽたしません。なお、テナ
ントの皆さんとめ窓口は、これまで向様町井が担当いたしますと

ヽ

⊃ｒ

“ｉ
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別紙 C-8

)

営
一

経
一

差 計画
・

（
り

Ⅲ ▲

|」
・

令利元年0月ri
えきまち長浜株式会社

“
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1経営方針

・ i当社は、第4期における直曽店舗の売上不振により経営不振に陥つた反省を踏まえ、|

第 5期におし`ては、売上の拡大差最重要課題として取り組んで吉ました。れ年間取り組

・んだ結果、売上は拡大じたものの、赤字体質からは脱却できておらず、・さらなる経営の

改善が喫緊の課題どなっています。     i    :
一方で、当社に与えられた都市再生推進法人としての役割として、来訪者の増加に向

・・
けそ最大の課題であり。ました駐車場問題IFついて、関練者と?度重なる協議を経て1時

間完全無料サービスの導入を図ることができました。無料化以降は、・用を経るごとに駐

車場和J用者が増加してoり 、サービス導入前が月に約16,・ 500台9利用であつたの

1耳対し、導入後は約PO″
・800台に増加するなど大きな成果が現れているところです。

今後も、周辺駐庫場の運営管理権を■元化した強みを生かし、更なる利用促進を図ると
いとこに、エリア寺ネジメシト事業をよリー層推進する中で、地域のみなきまにとちて便

.利で快適な駅周翠エウアの創出に雰めて参ります。           
・   ・

6,期 目においては、過去2期の反省を踏まえ、えきまちテラる長浜が長浜市の玄即日

に立地する憲義を再確認し、再開発前に描いていた原点に立ち返ることとします。具体

的に噂、施設の共用スヘースや自社で所有する区画を、地域の情報を発信する場、.地域

の多様なプレイヤエに利用していただぐ場として再構築し、千プの販売による売上の拡

大のれらぃを奈2、 'コ ト起こ七年よりヽ四係人口を増やし、満足度を高めることに重きを
~置

いた時間消費型の施設にシフトすることで、当初め施設コンセプトであつた

「Matohing(マ ッチング)～人・情報・場所～」を具体化する施設に再生'します。

また、喫緊の課題てある赤字体質からの醇却に対してはt今後aか年の経営改善計画

に基づき、一つ一つの

^テ

ップをクリ・アすることで経営の安定化を図つてまいります。.

_当社の基本的な終営理念は|この施設と当社の取組を介して、市の玄関口に賑わいを

創出するとともに、地域内外の人々 の交流と地域の赤なさまのより豊かな生活のと役を

担うことです。     ・       ド ｀

この理念の泰現に面けて、すべての社員が一丸となつて行動します。..   ・

⌒

Ⅲ)

ハ

【・ノ   ・
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⌒

t_´ ,

2 計画の概要
・

本計画は、3か年における行勲計画及び目標数値各示すものです:

まずは赤字の解消に向,た取り組みを模先し、資金の孫出を防き長i t・ ・

将来的には、
・
現在直営じている2店舗の運営をパ守トチ■たとせることで,売上お変

動liよ る経営リスクの少なぃ企業体質べの転換・を図り、当社の本来の使命である長浜駅

周辺の阪わい創出、交流人日の増加や地域の魅力発信ととヽつた新たな公共φ担し1手とじ

て.の ミッションに全力を注げる律部Jを整えます。  
・ i・

     ・  .

e 計画の期間

期間は、
・
令和尭 (2019)年度から令和J(2021)年度まであ3年間と

°
しまずと

・

（
）
〓
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4-計画の内容

(1)方針

営業活動による赤字類の80%を占める直営店舗の赤字を削減女る。

(2)ァクションプラン .    
・       ・

・1)マルシェ店舗り営業形態を見直し、業務の効率
Iヒ
及び経費削減を図る

?

2)販売商品9構成をコンセ・プトに特化したものに限定するとともに、販売形態を

司   t、  管粋・
°ri

4)空き手ナント区画のリーシング及び自社所有床 (マルシ■・カジェ&レストラ

ン)の運営パエトナーを見つけて、
.関係人口の拡大と業務の効率化を図る。

5)・総漸躍理里経費を削減する。      
・         .

(3).目標値 ,.・       ・            .
・ |     .       :   .・   ・

(単位 :千円)

・・平成30年度
・

! 
頬

令莉元年度

直営店舗の償却前営業和J苺 -54348 ‐28,807

・キャツシュフロー (公的負担紙あり) ▼44115 -31,729

会社全体め償却前営業利益 工69,76d 北 545

キヤジ・ンユフロー (公的負担Xな し) 賀B l15 -5乳 329

挙景浜駅周辺壬リア官民連携賑わいのまちづくり推進業務負担金

(既 600キ円)  ・・ .    ・..・ ィ,

A

■′

J・ヘ

υ
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(1)方針

′ヽ― トナとを加えた店舗運営を一評スタ'― 卜し1大幅除運営の効率化を図ると

・
ともに、安定的な収入源を確保する。            ・

(2)アクションプラン
.ヽ ,    

とパエトナ=1こ任せ、歯苫浩舗事業をスリ1)直営部門 (マルシi)の一部の運営i

ム化するざ        ・             ・

2)・ 空いている1区画にテナンドを誘致し、収入を確保する| . . 
“

3)・ エリアマネジメ.ン ト広告、駐車場の莉用促進、・駐輸場整備、イベント備品レン

タル等め新たな収入源を確保する。       . . .・
・ ・

4)テナント事業の経費をlHJ減する。
・    ・     ・

(3)日標値   ・  ・     ・・ :   .  ・
.

(単位 :千円)

※長浜風周辺工げア官民連携賑わし、のまちづくり
・

(乳 600f円 :令和元年度と同額を組定)

う

，ヽ

丁

‘

（
り

令和.2年度令和元年度

…1■ 952-2且 猟フ直営店舗の償却前営業利益

1 409-31,729
キャッシ五フロー (公的負↓旦滋あり)

―島欄7・―佗 515

翌 0,191。い59329。キャッシユフロー (公的負担漂なし)
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令和3(2021)年度

(2)ア タショ・シプラン■    
・      ・    ・

1)空いてしヽ名。3区画に,チントを誘致し、収入を確保する。・.. .・
2)直営部両てカフェ&レストラン)の運営をパートチとに任せ、

‐・
売上の変動によ

石経営リスクを解賭する。 ・.・         ・ ・   . i
3)自社所有床 (キジズランド)をパートナrに貸し、新たな収入源を強保する。

つ エリアマネジメント事業による利益を拡大する。 
・・ .     .・

(3)｀日標値

(単位 =千円)

令和2年度 令和 3絨

筐営店舗の償却前営業和∫益 .却 1952 1 956

れヤlッ シュフロー
・
(公師負担業ぁり) 1 409 オ

・
701

会社全体の償却前営業利益 -5,407 20,945

キャッシュフロー (公的負担涎なし)
i餌Ⅲ191 161

※長浜駅周翠干リア官民連携賑わぃめまちづくり推進業務負担金

(27,,00千円 :令和憂年度
.と

同額今想定)

(1)方針
・       七         ・

・
全てのテナント区画をラめるとともに、直営による店舗運営を止めて、変動の少

ない安定的な企業体賞に転換する。   ・  ・    ‐  ,ド ・・ …

μ代
●r

:.… Ⅲ
′

・・

ヘ
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<経営改善計画進捗状況>(2019年 から2021年まくt/ジ 8か年 )

★ロードマップ O
1年目言

2,019

(令和元年)

↓

2,020

3年貯 !

※2019,9,1(3か月経過)現在

◆

Ю
ユ
ω

1)マルシュ店舗の営業形態を見直し、 び経費節減を図る。
→いるんな人の らす」スペースとして再構築中。現在、ご意見を公募中(別添資料参照)

2)販売商品の構成をコンセプトに特化したものに限定するとともに、販売形態を仕入れ販売から委託販売⌒見直し、商品の廃棄ロスを無くす。→直営による 少なくする方向で検討中。
レストラン部門の原価率を改善し、赤字を削減する。

、10月 からパートナー ( )による運営に移行する予定。
空きテナント区画のリーシング及び自社所有床 (マルシェPカフェ&レストラン)の運営′く,トナーを凡つけて、甲係人口の拡大と業務の効率化を図る。

→カフェ&レストランについては、パートナー(子育て応援カフェLOCO)による運営に10月 から移行する予定。
→マルシエについては.公募した意見を星'苔まえて具体化予定。店舗の一部をパートナー(NPO法 )ヽによる運営に11月 頃から移行する予定。

理経費を削減する。

(山 田CEO るヽん`、 ことなく、現行スタッフ )で対応してい

1)直営部門(ヤルシェ)の の連曽をパートナーに任せ、 ネリム化する。
ヽ1年 目の4)と

Ⅲている1区画にテナントを誘珠し、収入を確保する。

■リアマネジメント広告、駐車場の利用促進、駐輪場整備、イベント備品ィンタル等の新たな収入源を確保する。
→離車場の利用促進について、所有者と合意に至り覚書を締結済み。10月 から試行予定。

削減する。

てヽ 、 月か 707千円/月

、変動の少なしヽ安定的な企業体賞に転換する。
1)空し`ている3区画にテナントを誘致し、収入を確保する。

(令和2年 )

↓

2,021

(令粕8年 )

★目標数値L

く指標2〉

→リーシ

2)直営部門 (カフェ■レストラン)の運営をパートナエに任せ、売上の変動による経営リスクを解消する。
→10月 からパートナ=(子育て慮援カフェLOCO)による運営に移行す
3)自 社所有床 (キッズランド)をパートナーに貸し、新たな収入源を確保する。

以降は、関係人口 シェアスペースとして運営する予定。(子育て応援カフェLOCOに運営を委託予定 )

4)エリアメネ による利益を拡大する。

とし、

平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 令和3年度

1′956
2フ,761

20,945

‐14′952
1,409

―S,407

…28

729-39

2

り)ュフロー (公的キャッシ

〉 -10,120

-lS′ 291
-25′ 133

澄

謙

　

①

ｌ

Φ
く1旨串冨4〉 キヤッジュフロー (公 -81,022 -59,329 -26,191 161

う/ウハ
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月可紙  C i10

長議 第 152号
'今

和2年 6¨月2守 日

長浜市議会議長 押谷 興茂嗣 様

長浜市議会えきまちテラス検討チーム

座 長

座 長ヽ

座 r長

・えきまちテラス長浜の今後の運営や方向性にうぃて (答申)1

イ今和2年 3・ 月131日付長議部107号で諮間のありました標記の作について、下記のと

おり答申しますざ         Ⅲ
Ⅲ
…   …

記

卜
・

J肉討の観

‐本検討チームで1よ、全議員を対象に会社や施設の運営上の問題点を照会し、回答

結果を驚理するなかで寄ぜられた疑間点や提案事項空
:どを整理し!芸

じた。このうちゞ

疑間点にもぃては、ぇきまち長浜仰を所書手る十商二振輿謀に照会じ卜・T定あ口答

を得たうえで(議論の基礎資料としました。また、諮間の対象とな,ていますえ士

事ち長浜帥の状況を把握するため、会社経営などの運営状況を社長から聞き取T、

疑問点を確誕し、f今後の方向性等について議論を療めました。 ・   ・
_:・

 :
議論の過程t=おこⅢそヾ えきまち長決仰の存立t=力|かわるような意見や今後の具体

ゼ

的な取組についてQご意見も出されました力業本会議ではゞ 諮問の趣旨に従い、産

業建設委員会で議論が深まるよぅ、今後の議論の方向性や進め方について、会社が

置かれている環境を踏ゴえ、最終的に次のとお_り 答申する1こ ととします。    .
なお、本チーム会議において出された意見を今後の議論に活用いた,だけるよう、

会議震点録等関係資料を添付します。   一:  i

豊
．騨

齢ヽ

耳

本
Ｐ
本

吉

竹

松
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2｀答申

~現
注、えきまち長浜榊において取り組まれている3カ年の経営改善計画は計画期

閾の2年目に入り、半分程度の計画項目が進行するなお、 当初計画を変票している

取り組みもあり̂採算面でも十分な収入が確保された計画とはなっていなぃものの、:

定期的に市議会に報告されるなかで(赤字幅の縮小tよ 緩やかな歩みで若千の進捗

は確認できる状況にあると思われます。現在の計画では、会社が安定的な経営に至

るまでに

'ま

、・さらに時間を要すると推察します力ヽ 改善の兆しも僅かながらに見ら′

れ`ることから、今後も、計画の推移を注視し、所管の産業建設常任委員会で継統的

に調査するとともに以下の留意点を踏まえた検討を深めることがぬ要と考えます。

本答申だ当たちての留意点として、計画鶏間満了時点の状況がf定見通せる段階

を今後の調査により迪切t=判断し、その時点において

'計

画お成果を含あこれまで

?取り組み々給括した,えで【会社に対しては、会社として雖妥な範囲で市民へ説

明責任を果たすよう求め、・会社の将来計画や駅前の都市機能,こ資する事業そ速やが

に提案する手とが踏巽:こ 4るものと考えます。.事 た、状況によっては会社が所有す

る区面の抜本的な見直しや公共子公益施設の人居な虫 会社の方向性を大きく変更

するような提案が求められると思われます。こうした提案の検討にあたっては、会

社が所有する区画を将来的t=市が保有することを念頭におヽヽた賃貸による公共施

設あ入居をはじめ、えきまち■ラ女長浜に限らず長浜駅弾駐車場の有効活用や尚種 :

の第3セ クダィ会社との統合などを十分に検討されることを強く求めます。

一方で〔会社の運営や事業展開のなかでは、公共ゞ公益的な意味合いを強調され

ているもののゞ 民F翻会社としての自由度が十分i千発揮さ件てぃない状況が見受けら

れることから、会社が経営体質を自ら常に省み|.体質改善t=取り率且むことが大切と

考えます。      :   1      本             .
・
事たヽ会社の設立自的の■つが駅前のユちデトリの中蔵的な役割にわることから卜'

会社の存在意義を呆たすべく都市再生推進法本として周翠民間事業者と連携し4
多様なまちづくりを推進する取り組みが肝妥半考え事す。     1 1
最後に、え守まち長渕いと市との関係性において、えきまち長浜佃が都市尋生推

進法人として担うべき公共的役割と市が本来的に担うべき役割が混同されること

なく、R女子な会社運営ど果たせるよう適切に市が関わるしくみを構築するこ4も大

切であると考えます。

今後は、本答申の留意点を踏まえた産業建設常任委員会における綿 ヽ えきま

ち長渕開の取り組みに養するだけでなく、「えきまち与ラス長れ の存在価値を高め

られることを期待します。   ■         ‐        _
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男可紙  C-11

長 議 第 176号
令和 2年 8月 3日

長浜市長 藤井勇治 様

長浜市議会議長 押谷

えきまちテラス長浜の今後の運営や方向性いっいて (提案)

たきまちテラス長浜の今後の導営や方向性

'こ

つし`て、景浜市議会えきまちテラス検討ナT
ム、産業建設常任委員会で議論、協議された結果をょえきまち長浜株式会社及び市が講じる

べき呑後の対応として取組み例を示し下記の通り提案いたしますので、再生に向け最大の努

力をいただくようお願いします。          i  l         i

えきまち長浜株式会社及び市が講じるべき今後の対応
.

(1)えきまち長浜株式会社の将来計画.・ 長浜駅前の都市機能に資する事業について

1)新たな事業展開                      ≒.1 1
「えきまちアラス景浜」・ を公的な施設|して活用することを前提に、黒壁

'ニ
ューア

メレ化、五浜げ13番街区市街地再開発事業 (海洋堂アィ幸ュァミ干―ジデム黒壁 1龍遊館

等)、 さざなみタウン駐車場整備
｀
(バスー時駐車)を契機として、観光客の受け入れ体

制を強化し、中心市街地を訪れる観光客を増員できるよう、公益社団法人景浜観光協会

(以下、観光協会)の職員と連携し、長浜駅と市街地を結ぶ観光動線にえきまちテラス

長浜内の通路を位置づけるとともに、観光物産の販売を含めた長券駅前における観光拠

点の整備を進めること。       _
2)会社所有区画の公共施設の入居と.将来的な市の保有について

市としてえきまち長浜株式会社が保有する床を賃貸し、公共施設としての側面を強め

|る必蓑性もあるため、将来的な土地・床あ載得に配慮した賃貸契約とすることを前提

“して                I

① 月ヽさな水族館を観察学習ができる水族館に整備すること。

② 国や県の機関の誘致や、長浜駅前のミ拝図書館機能 (駅前貸出・返却)や公的相談窓

口などとして活用すること等を検討すること。

:靱▼

記
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③ 観光案内所を含めた観光協会事務所として活用するなど観光協会の機能強化に向けて

市が支援すること。

④イベント広場やアトリウムの空間などは、文化芸能り興業や地域文化の伝承の場な

ど、集容
=促

す活用を図る手と。'

⑤緑地287ポを市が取得し、都市のオープンスペースとして有効利用すること。 (例 :・

サーンテ■プルを活用し、曳山まつりの演技場所等としての利用を促す。)

3)長浜駅西駐車場等の有効活用について

① 不星する長浜駅西駐輪場の長浜駅西駐車場への拡張や■部立体化など、安定的な収入

整雄の整備を検討すること。

② 観光客が回遊する黒壁など中心市街坤までの動線上にえきまちテラネ長浜が位置する
.

よう、長浜駅西の交通広場や長浜駅西駐車場への観光バスの駐停車を誘導すること。

③ 長浜駅西駐車場は、観光榜会との複合経営とし、盆梅展の入館者申を図る努力をする

こと。ただし、長浜駅西盛車場は、観光綺会、えきまち長浜株式会社?所有車可?駐車

に配慮すること。     i                  ´
‐6きざ客みタウン駐車場完成に伴ぃ、長浜駅東駐車場 (モンデクール長浜駐車場)のさ

らなる負担金の軽減努力を目指すことq    ・・
‐
4)同種の第,セクタ

=会
社|の沖合について

:観
光協会との連携を深めた新たな事業展脚にあたり(中心市管地と緊々 に連携した事

業体制が縛築できるよう、類似した目的を持つ長浜まちづくり株式会社と経営統合し、

できる限り三ャク運営ゅ統Tを。目指すこと。          ∫
・
(2)体質改善t民閾会社としての自由度の発揮について

今後あ取組にらぃて様々な提案があると昼われるが、民間組織の自由度を十分発揮し

て、企業、団体、行政を巻きるんで人 呼々び込める仕組みを作ることb

下方で、会社の岱表取管役と各取管役が濃密tこ連携!し,主常的に会社経営を進,る仕

組みを構築すること。また、少しでも安定収入が確保できるよう、管理する公共施設の

ネーミングライツや保有資産の貸付など、
す
よリー層の経営改善に注力するこど。

(3)都市再生推進法人として暴商事業者と連携した多様な,ま ちづくりについて

1)市内の農産物等販売促進のための長浜駅前広場を開放した「青空・軽トラ市場」な

ど、長浜駅前広場を活用した集客を検討すること。     l
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2)長浜駅前空間の質の向上を図るとともに長浜駅前通りの景観整備などに寄与するよ

う
'モ
デル的に駅前の景観づくりを進めること。

(4)その他
1  ・ I ・    ‐ rl           :´      |

1)湖北農業会館跡地の活用を含めた長浜駅西エリアの整備と豊公園あ整備を促進し、

景浜城歴史博物館への誘客に努力をすること。              i
2)(3)2)により、西中学校から国道8号まで?電線類の地中化■長深駅前通クの景観 /

形成重点区域の指定を誘導するなどfハー ド・フラト画面からあ観光動線の整備を上尾進

iし、長浜八膳宮からまちなかの再生を同時に進あること。           :  ´
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別紙 C-12
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別紙  C-13

(様式第 1)

妥成29年 6月 13日

近競経済塵・業局長  殺

体所 滋貨県景浜市北船町3番24
申,麓者

名称 えき豪ち撮券株式β雑
r代表取総 章野 迪

法人番号 sls9叫10襲盟a'

平譲知準盛瀬鼓,まちなか誨熟潜機推支援事業輔 助金 (中心市衡麹再興靭翡義狛
奈付学船書

地域・まちなか商業活性rと京援事業費補助o(事心市街地再興戦絡事業】奈持芸額 (201003
07財商第7暑。以下 r交社要綱」という.。 )第 5条第1項の規窟に基おき、上籠補助益の交付につ

いて下熙のとおり申!誇し募嘉                           '

譲発財解躍観線報鰈雛撃孟結喀盤盈:誓菅會″麦恐農毒塾議松建倉奮
と■ろに接うこと

=承
知の上、申請します。     .         r

‐          ・  構             
｀

.

1,補助事業の日搬 智内4単

撃鯉留鶴癬陥福毬:五ち盤誠鰹寮幣稼震鶏線,と響鋸羅
を目指し、その中枢を担う集点歯渋を強備しま・売

2,補 Bも事業のDЛ始議 ど完了予倉日

困始予定 交付決療薄
完了予定 平成2つ 午12月 81日

,3.補助尊業に要する捧費、̀補助対象経費及び綸娩金交付申請績 メ
“

JH｀｀

(.2)寿導曲 ,共穏的事業

① 補助事業に要すな経費

② 補剪対象経費    !
0奪甫駒金葉付申講観

(4)合計 ,   i
O 補助魂業に要する経費

② 補助対象経費`

③ 補移与金交付申賠額

1碑,40と oCO孵

15曳チ482,009円

即,,ψOぅ 099獨

160,452,090偶

lSO,482,009円

10銑 Oαら0鉛 潟
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I支出】

仰J紙 1-2)

(単位 :口 )

先導的・実証知事業 経費配分書

ハ

ハ

補助対象経費の説明

府助事業に

財 る経費
脩助対象と
なる経費

備考爾功対窯

隠費の区
分 ・

内容
縮助事業者
の負担額

補剪金
申請額・

1鵬
実団!金

旅 費

蹴
費

施エ

ち趣費

郷

使

m,碗 oば 1鴫雫2,硼 69,452,00( 100,Oσ悦00C

と09,452,00( 150,峨iO餌

16乳 45乳 00C 150っ 48名 0餌 G9,4i2,000 100,00町 00C
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う■と〕
,①賃期 によ立伎η受けた床Q圏

p共有スペース (イベント広場、アトンウム等)の環境農脩 .

事業内容俯鱒集c博刺と記載する
°
こと

'

事業内容
※・「事業スケジュール及
び理 表Jを添付資料と
して作成すること。 (複

数年度にわたる事業の場
合ば、事業全体のスグジ
ユ‐ル及び工程表につい
ても添付すること,)

暉事業内容 . =                  .
中心市街地の概況て整理した課題にあるとおり、長浜の中心市街地

♯、これまで「黒壁Jを核に観光客をターダントとしてまちづくりを
進めてきましたと ・                 ・ .

毬鉾急蓬轟肇挺:g:書:涅
宣擢ど書響1猛

ぃまた、長浜駅ノ固辺評ジ7は、・かつては、大型商業施設や郵便局等の

鞘 警ず温智簸醒隻融議争びシ斬為需誹
であるにもかか,らず、駅利F者の単なる適過点となっ|いますり,:

こつした中心市街地の偏在的空間をT常に界し、
°
地域住民が集う場

所として「長浜駅周辺ニツア」を再整備し、観光客で販わう「まらな
力判との相乗夢J果を発揮暮せることによ

°つて、中心市街地の更なる活
性化を図つていきたいと考えています。     ・

上記の目的を達成するため、長浜づ力 (ヒ ト・チエ)・ と魅力 (モ
:ノ・〒卜)・を最大限に生4した蕗力的な駄前空間を創出するために必
要4施設を、長浜市にどって一番大切な場所にうくります。

・ ・

具体的には、以下の3つの事業を核事業としセ取り組みます。

1.マルシェ事業   ・      ・

・
2,ライラスタィルカフエ&ラョップ事業

・

3.集客促進事業      
・

各事業の辞細は以下のとおり転

ハ
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①質賞借契約により惜り受けた床の内装整備

1,マルシエ事業 (lF 392.67ぽ )
※J歩熙 :平面伍lP'IS・

'122.バ

,スほl P124

次の3うのカテゴリとで店舗を構成し、 年間カレンダー (参照 :添付

資料 5P37-38)に 基づき、季節に応じた特色ある品揃えを確保するほ

か、お客様を飽きさせないライブイベント等を展F,日 します。

A)長浜セレクトマ)レ シェ

B)チヤレンジマルシエ ア

C)ライブマ
'レ

シエ

E売上根拠としている

《1次簡囲≫ホ彼歩■0分圏

売上予測顔 :62,467千 円

世帯数 :2′396
流入予測世帯数 :

《3次薔隠≫     i
売上予測額 :861122子 r弓

世1'騨〔:341977

流入予ユ】性帯敬 12ど OSa(5,30/。 )

《2次商囲》*自転車 10分 I盟

売上予測額 :36,953子 円

世搬 .:7,403

予測世帯敷:709(0.6。/。 )

※参照 :添付資料 6r商業販売額根拠」 (P41-42)

■運営内容

A)長浜セレクトマルシエ (約 300汚 )

O地域の「旬」を提供する場

地域の農家や生産者とパートナー象約を結び、大切に育てられた農

産物(伊吹山系の水に奮まれた近江米・四季のはつきりした上壌で育て

あ控:誓寿霊逸咄解篇4磐鷺藤罐籍繋鰈騒
法による・善油や豆病、和菓子等)な ど、地域の生紳食料品るとパーで

は、・買い求めることができない鮮度の高い農作物・や地域に根付く逸品
を販売しますもここでは生産者 (ヒ ト)の紹介をあ身つ常下行うこと '

で、いいものを継統して作りたくなる意識や、やりがいにつながる取

組を進めます。

また、中心市街地の周辺に4つある産直施講と蓮挑し、それぞれの

警藍?暮農種霞整琴i胃季彗ごこ雰株魚霰禽堪あ毒恩蕃卍を哲琴凛F蓬
直施設の一部の商品を日常的に購入できる転(を会を倉じ出します。また、

「

費藍兌民選錘籍黎食勝ダ葛安奪1脅亀爾法錠賢票夕♀≧嘉弁教亀
域の魅力を伝えま嘉

さらに、
'マ

ルシェあ速営にあたっては、地域に潜在する農業者を掘
り起こすことで、商品め安定的な供給体制を構築することが不可欠で

、この業務は、 (株) G7ア グジジヤパン (め ぐ とパー トーデ
‐

ヨ・:Lも
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― シ で、同社のノ ハ 吸収し、鯨

的に取り組んでいけるように体制を整えま丸  ・    ・…

じ再女縮 二在毬 ≧
=撃

Ξ
Iこ姦畠b写常望漂琶離懇緊雷啄尾姦雲

めた商品が紹介・販売される予定であり、これまでは地域内でしか予営
費されていなかった商品の貴且跡 への流通も促進する予定です。

B〕 チャ.レンジマルシエ (約 17け  .■      .  .
O地域を担う次のi世代iチャレンジする人を応援する場  ・

す1騨髪葦霧筆を巻捲と:こここ「:Bサ

r:至葺≧:奪吾ときξ:霜素を巽軍盈解争新しい試みを後押しします。   ・
ふ 召お拓 み旅 盤 駆 紙 鶏 鶏 瀦 癬 霧 係 揺 と講
ャレンジしたしLお客様の反応を見ながら販売できるスペーズがほし
し、 」

・
という。声にも応えます。     . ∫ ・   1 ‐・

.チャlレンジマルシェを卒葉し、まちなかに出店したいという干~ズ

があつた場合
「

しは、空き家再生パンクを運営する長浜まちづくり鶴中
地元商店街と連携し、通業をサポートしますD ~     ｀

C)ライプマルシエ 饂IB n .・         :.

9地域の旬?食材を
学
っ
て
、新4な■の可能

|を警
信す,場

―セレクトマルシエで販売している旬の食材を、そρ場で開理するの

孝云透駆蔦歌電講ゴ扉F枢戦 講γ・を

,ここではヽ 地域でこれまでから食べられてきた郷土料理のレシピ、
旬お素材の燃力を引ぎ出すレィピや節 の組み合わせめ提案など「旬
の食材のおしヽしい食ド方Jをライプで発信します。・     .|

熊潜轟藤鴨継耗ムと塩鰈陛戦鰊歎と♂
む羞密壼撲ごξ手す

ボど
Fよ

り、荼ィづ本|?お|||さ14わ
える気

瘍身レ辞瘍t畿熟!1轟地継無覇黙疑琴浦
イズにカン

・
卜するこ|で、近所にお住まいの‐人、二人暮らしの高齢

者に向けたサービスを整えま塊                ・

通常は、当社のスタッフが対面で対応するコエナエですが、祝日等

鋏獄9野孫躍龍鎌絡撃雛F森駆 海姦野
・

地域の多様な人たちによるライブイベントスペースとしても活用しま

i     
…

   i  .i   ・

・

ヘ

⌒
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2.ラ イジスタイルカフェ&シ ヨップ事業 (2F344。 26ボ )

次のグつのカテゴジーで店舗を構成します。

A)｀ ライフスタイルカフエ

tB)ライ・フスタイルシヨツプ

E売上撫拠としているお客様縛療比

《地元客》

売上予」ll額 :33v513千爵

く観光客≫

売上予測額:27,368千門

―

ド⌒

■運営ぬ容

A)ラ イ フ ス タ イ ル カ フ エ (施 160ド )X今
服 :平百口 Pl16・ 田23、 パース回 門?S

O気機に利用できる居場所づくり           '
'彩

恙善妻毒髪とそヨ鰤:ζ曇雹書套著兵豪ξ彗身予二ε:号豊ョ:

ミユニティカフェを運営Ⅲまづ
i。        

 `    ・

<タ イムシェアのイメージ>
*は想定するお客さま層

輸デ   解済ャ繋湾線猛ゃ炊通効のビ
ジネ女マン、ホテルに索泊まりのビジネストラベラー

,昼 :マルシエの新鮮素材を使つた厨誉わリランチ&力 7エ

女を,1盈鍵啓墨揚警穫ぢ花螢9寧辱裏宮込競晃馨P鷺塁軍ぬ
・

I高校生

◆夜 :郷上色豊かなおらまみ (に しルと大操のこうじ漬け―白率のたた

_ 重整繰,こ盤雇掌芸法更

'泉

驀漁丁稼観晃基,驚宅岳あビジネ女
マ ン            i

フ▼ドメニューの素材としては、セレクトマルシエで提件している
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カフェの アクト 、中央にい えること

で、フリースペースとして活用できるようにし、グループだけてなく
1本でも気軽に使える居場所になるように工夫しまi
また、おじいちゃんやお〆あちやんが井戸端会議をする、子どもを

保育園や幼雅園にあずけた後にお母さんたちが情報交換する、電車待

霊索至歩革深魂淵解群ぞ鶴 2講
長い滞留時間の利用1可能4コ ミュニティスペエスとして活用しま

・

i        '

.土日祝日は、`料理教室やワークションプ等、地域住民が自由.にコミ
ュニティ活動するための・レンタルスペースとしても利用できるように
します。                 メ

B)ラ イ 7ス タ イ ッげシ ョ ッ プ (約 180.用F)剤璃 :・甲ロロ
'116・

H圏 ′1-ス田
"2G

O地域の人・技 E素材を再見し.生活スタイルを発信する場

ここでは、「日々 の暮らしの中で使えするもの」、伝統技術に支えら

iセ罪省見を持ゴてとす皇建ゑ≧客もぁ:F4ヒ9夢写穿テ学事デy稼
もの」を事ンセプトとして商品をセレクトして販売し、それ,を日常
にひとつ加えることて'暮らしを彩り、暮らしを豊かにする生活スタイ
′ィを提案レていきます。

特に、地域ならではの素材 (ち びめん、ガラス等)や、地域ならモ

畢鯉襲薪鷲搬鮮慾藤濯聾与
=轟

締
さん

で、商品ができるまでの背景や人物にスポットを当て、それらをT寧
.廷難安ゲ期墓鉦皇F:勇?饗鏃こ露黒響解

をすT
.           .                                ・ 1_

ハ

ハ
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A

ハ

②咲有スヘrス (イ ベント広場点アトリ立ム等)。 の環境趣備

3.集審促進事業

次の3つあ共用スペ囁不を活用して事業を展開します。 ・

|._g景だ垂二ほI融壱≡席

'1篭

イ∵学科
C)曳山の山蔵前に広がる「芝生広場』     ・

りたぃと考えて
,ヽ
ます。、         ・ . .・

 ・
1

寄る場」・として楼台協させます。 1    .・    ・ f i

冬はイルミ壱冨通手哲百在モ4轟籍好包tモ速墓季争わ
せ

議賠亀縄塁;オ」甲t鮮役絶た講騒琢要呼
垂戸i辺とあ連携と周辺への誘導イメ■ジ>凶岬螂邑饉L理墜.  A・

。長浜曳山まづりの「子ども狂言」
・
を披露する場とレ下活用し、地域・

が誇るものをアピールします。    ・   ・

.鰈零曹ζ熱を雛羹義憂
'こ

轟をど
・
す。                        l   ・・

.」貨銘配監財鯉醒鶴線禁鶏錬蔭等ギ
..

`ぅ

r筋羞篠折数講品発薬セ奪
Jや 陀テガエデ
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①で掘り起こ

当骸施設を運営し、地域内の人とのつながりやノンハツを蓄横すなな

鍮酔  翠絲眸琴岳
|い

ギ鱒に翻w?お
ゝ
,9を

繰Ffレ鋭ィく9?響み管えま

①地よ碗資源の掘班起手し・
・ r   i    .・ :  .・

i勝驚解雪:肝新勢基乱毛麓報
｀
a縮述とが

.し、
'農

家の開拓や農産品を掘り起こしますn  _ ・ .i  ・・

:苦品提供者等の情報を共有し、地域内でのlyトワータを広げます∫

上げ、地域が誇れるものへ資産化・ "
した地域資源のほか、地域歯右あ資源を現代のライフ

◎地域内外への流通、・販路の拡大・   :   i.・・・'  ,°  ,

.内寮E観亀弓理学争響 ∫②て資事化
した
甲▼

ンテ
ィI:響

1冤騒贅斥貨雷重輩罷違鯉〒
骸施設叩 甲 rこ 11募

:堰ぎ充鰍
・ す古   ご. ~・ ・ ・ ド  ・   ・  ・ ‐   t

島え筆源基れすI壌づくげi r if.r,■ i

l遷と期離難評鞘な響警

補助事業に関連して、・地

域関係者等と連携・協力
じて競 る、.当期
に広く効果を及ぼす取組
に?ぃて  '. ・

ハ

⌒
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